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は
じ
め
に

　

乙
巳
の
変
に
よ
っ
て
皇
極
四
年
（
六
四
五
）
六
月
に
蘇
我
大
臣
家
が
倒
さ
れ

る（
１
）。

こ
の
乙
巳
の
変
の
首
謀
者
に
つ
い
て
は
か
つ
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る（

２
）。

遠
山

美
都
男
氏
の
首
謀
者
は
後
に
即
位
し
て
孝
徳
と
な
る
軽
皇
子
で
あ
る
と
の
論（

３
）を

受

け
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
（
一
）
軽
皇
子
は
、
乙
巳
の
変
後
、
即
位

し
て
孝
徳
天
皇
と
な
る
が
、
即
位
前
の
軽
は
即
位
す
る
希
望
を
抱
き
つ
つ
も
、
三

島
に
退
去
し
て
い
た
中
臣
鎌
足
と
接
近
し
た
当
初
、
入
鹿
殺
害
ま
で
は
考
え
て
い

な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。（
二
）
し
か
し
蘇
我
入
鹿
を
倒
さ
な
け
れ
ば
政
界
で
の

活
躍
が
お
ぼ
つ
か
な
い
と
考
え
て
い
た
鎌
足
は
、
軽
に
不
満
を
抱
き
、
中
皇
子
＝

中
大
兄
皇
子
と
も
接
近
す
る
。（
三
）
し
か
し
入
鹿
に
よ
っ
て
山
背
大
兄
王
が
殺

害
さ
れ
た
後
、
身
の
危
険
を
感
じ
た
軽
が
入
鹿
殺
害
に
踏
み
切
っ
た
こ
と
に
よ

り
、
鎌
足
は
軽
と
行
動
を
と
も
に
す
る
。（
四
）
そ
し
て
鎌
足
は
入
鹿
殺
害
計
画

へ
の
参
加
者
を
様
々
な
口
実
を
用
い
て
密
か
に
募
る
の
で
あ
り
、
蘇
我
氏
の
一
員

で
あ
る
石
川
麻
呂
を
も
計
画
に
参
加
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
す
る
。（
五
）
こ
こ
に

軽
を
中
心
と
し
つ
つ
も
、
鎌
足
の
独
自
の
路
線
も
生
じ
た
の
で
あ
る
が
、
あ
く
ま

で
中
心
に
位
置
し
て
い
た
の
は
軽
で
あ
っ
た
。（
六
）
軽
を
中
心
と
し
て
鎌
足
が

行
動
し
続
け
た
の
は
、
中
大
兄
の
力
量
不
足
や
南
淵
請
安
に
君
臣
秩
序
を
重
ん
じ

る
「
周
孔
之
教
」
を
学
ん
で
い
た
こ
と
も
あ
る
が
、
鎌
足
の
政
治
に
か
け
る
執
念

も
、
乙
巳
の
変
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
、
の
で
あ
る
。

　
『
日
本
書
紀
』
は
こ
の
乙
巳
の
変
か
ら
半
年
経
過
し
た
翌
年
の
大
化
二
年
（
六

四
六
）
正
月
条
に
お
い
て
「
賀
正
礼
畢
。
即
宣
二

改
新
之
詔
一

」
と
、
い
わ
ゆ
る
大

化
改
新
詔
が
発
布
さ
れ
、
改
革
が
宣
言
さ
れ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
い
わ
ば
こ

れ
か
ら
の
政
策
綱
領
を
示
し
た
と
の
体
裁
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し

こ
の
よ
う
に
単
純
に
と
ら
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
当
初
か
ら
改
新
詔
に
つ
な

が
る
改
革
を
意
図
し
て
蘇
我
大
臣
家
を
倒
し
、
そ
の
改
革
の
概
要
を
宣
し
た
の
が

改
新
詔
と
大
化
期
の
改
革

中

田

興

𠮷

［一］
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改
新
詔
な
の
か
、
そ
れ
と
も
蘇
我
大
臣
家
を
倒
し
た
こ
と
の
副
産
物
が
改
新
詔
な

の
か（

４
）、

は
た
ま
た
改
新
詔
は
全
く
の
虚
構
な
の
か（

５
）、

と
言
う
問
題
が
あ
る
か
ら
で

あ
る
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
部
民
制
の
廃
止
が
少
な
く
と
も
当
時
の
政
治
課
題
の
一
つ

と
さ
れ
て
い
た（

６
）こ

と
か
ら
す
る
と
、
あ
な
が
ち
完
全
に
当
時
の
も
の
で
は
な
い
と

断
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る（

７
）。

と
な
れ
ば
、
改
新
詔
と
当
時
の
改
革

を
切
り
離
し
て
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
が
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
こ
と

は
今
日
み
る
改
新
詔
が
ど
れ
だ
け
真
実
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
か
で
あ
る
。

　

今
日
み
る
改
新
詔
に
つ
い
て
は
周
知
の
よ
う
に
、
⑴
信
憑
性
を
い
っ
さ
い
認
め

ず
、
こ
れ
を
す
べ
て
否
定
す
る
も
の（

８
）、

⑵
主
文
の
信
憑
性
は
認
め
る
が
、
副
文

（
凡
条
）
に
つ
い
て
は
否
定
す
る
も
の（

９
）、

⑶
す
べ
て
に
信
憑
性
を
認
め
る
も
の）

10
（

、

に
大
別
さ
れ
る
。

　

以
下
、
こ
の
こ
と
を
視
野
に
お
き
つ
つ
、
当
時
の
改
革
と
改
新
詔
の
関
係
に
つ

い
て
考
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

一　

改
新
詔
主
文
の
構
成

　

ま
ず
『
日
本
書
紀
』
に
み
え
る
改
新
詔
を
み
て
み
よ
う
。
主
文
と
そ
れ
に
付
属

し
た
副
文
か
ら
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
い
わ
ゆ
る
主
文
は
、
四
つ
か
ら
構
成
さ
れ

て
い
る
（
以
下
、
便
宜
上
、
第
一
条
な
ど
と
表
記
す
る
）
が
、『
日
本
書
紀
』
に

よ
れ
ば

　
　

第
一
条　

罷
二

昔
在
天
皇
等
所
レ

立
子
代
之
民
。
処
々
屯
倉
及
別
臣
連
。
伴
造

国
造
。
村
首
所
レ

有
部
曲
之
民
。
処
処
田
庄
一

。
依
賜
二

食
封
大
夫
以
上
一

。

各
有
レ

差
。
降
以
二

布
帛
一

賜
二

官
人
。
百
姓
一

有
レ

差
。
又
曰
。
大
夫
所
レ

使
レ

治
レ

民
也
。
能
盡
二

其
治
一

則
民
頼
之
。
故
重
二

其
禄
一

所
二

以
為　

民
也
。

　
　

第
二
条　

初
修
二

京
師
一

。
置
二

畿
内
国
司
。
郡
司
。
関
塞
。
斥
候
。
防
人
。

駅
馬
。
伝
馬
一

。
及
造
二

鈴
契
一

。
定
二

山
河
一

。

　
　

第
三
条　

初
造
二

戸
籍
。
計
帳
。
班
田
収
授
之
法
一

。

　
　

第
四
条　

罷
二

旧
賦
役
一

而
行
二

田
之
調
一

。
・
・
別
収
二

戸
別
之
調
一

。

と
い
う
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
第
一
条
で
公
地
公
民
と
官
人
の
俸
禄
、
第

二
条
で
行
政
組
織
・
区
画
、
軍
事
体
制
な
ど
、
第
三
条
で
戸
籍
班
田
収
授
の
法
を

造
る
こ
と
、
第
四
条
で
税
制
改
革
に
言
及
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
改
新
詔
は
部
民

制
の
廃
止
に
と
も
な
う
私
地
私
民
制
の
制
約
と
そ
れ
に
と
も
な
う
官
人
へ
の
対

処
、
そ
れ
か
ら
派
生
し
た
旧
部
民
の
統
轄
法
、
さ
ら
に
は
新
税
制
へ
の
移
行
と
全

国
統
治
機
構
の
整
備
を
そ
の
骨
子
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
改
新
詔
を
い
か
に
み
る
か
に
つ
い
て
は
、
冒
頭
で
ふ
れ
た
よ
う
に
多
様
な

見
解
が
出
さ
れ
て
お
り
、
混
沌
と
し
た
状
況
に
あ
る
。
こ
の
改
新
詔
と
当
時
の
政

治
・
社
会
状
況
に
つ
い
て
考
え
る
に
あ
た
っ
て
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
第

一
条
・
第
三
条
・
第
四
条
と
言
っ
た
関
連
性
の
あ
る
条
文
の
間
に
第
二
条
が
挿
入

さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
一
条
で
部
民
制
の
廃
止
を
宣
す
る
と
な
れ
ば
、
そ

の
旧
部
民
か
ら
の
収
取
を
い
か
な
る
形
で
継
続
す
る
か
は
極
め
て
重
要
で
あ
り
、

そ
れ
に
応
え
た
の
が
、
第
三
条
・
第
四
条
で
あ
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
こ
と
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
間
に
第
二
条
が
挿
入
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
第
四
条
に
お
い

て
は
主
文
の
間
に
副
文
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
主
文
の

［二］
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構
成
は
、
一
貫
し
た
流
れ
を
欠
い
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

こ
れ
を
い
か
に
解
す
る
か
で
あ
る
が
、

　

Ａ　

 
も
と
は
第
二
条
が
存
在
し
な
か
っ
た
が
、
後
世
、
第
二
条
が
重
視
さ
れ
、

挿
入
さ
れ
た
と
み
る

　

Ｂ　

 

も
と
は
第
一
条
と
第
二
条
か
ら
な
っ
て
い
た
が
、
後
世
、
第
三
条
・
第
四

条
が
追
加
さ
れ
た
と
み
る

の
い
ず
れ
か
と
い
う
こ
と
と
な
る
。

　

Ａ
に
つ
い
て
注
意
さ
れ
る
こ
と
は
、
大
化
五
年
に
全
国
的
な
立
評
が
お
こ
な
わ

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
皇
太
神
宮
儀
式
帳）

11
（

』
の
「
初
神
郡
度
会
多

気
飯
野
三
箇
郡
本
記
行
事
」
項
は

　
　

至
二

于
難
波
長
柄
豊
前
宮
御
宇　

天
万
豊
日
天
皇
御
世
一

。
有
爾
鳥
墓
村
造
二

神
庤
一
弖
。
為
二

雑
神
政
行（

所
）一

仕
奉
支
。
而
難
波
朝
庭
天
下
立
レ

評
給
時
仁
。
以
二

十
郷
一

分
弖
。
度
会
乃
山
田
原
立
二

屯
倉
一
弖
。
新
家
連
阿
久
多
督
領
。
磯
連
牟

良
助
督
仕
奉
支
。
以
二

十
郷
一

分
。
竹
村
立
二

屯
倉
一

。
麻
績
連
広
背
督
領
。
磯

部
真
夜
手
助
督
仕
奉
支
。

と
し
、
難
波
長
柄
豊
前
宮
す
な
わ
ち
孝
徳
朝
に
立
評
が
な
さ
れ
た
と
す
る
。
同
様

に
『
神
宮
雑
例
集）

12
（

』
巻
一
所
引
「
大
同
本
紀
」
も

　
　

難
波
長
柄
豊
前
宮
御
世
。
飯
野
多
気
度
相
惣
一
郡
也
。
其
時
多
気
之
有
爾
鳥

墓
立
レ

郡
。
時
爾
以
二

己
酉
年
一

。
始
立
二

度
相
郡
一

。

と
し
、
具
体
的
に
己
酉
年
＝
大
化
五
年
と
し
て
い
る
。
ま
た
『
常
陸
国
風
土
記）

13
（

』

は
香
島
郡
に
つ
い
て
「
難
波
長
柄
豊
前
宮
御
馭
宇
天
皇
之
世　

己
酉
年
」
に
中
臣

（ 

）
14
（

）
子
・
中
臣
部
兎
子
等
が
、
惣
領
高
向
大
夫
に
請
い
て
下
総
海
上
の
国
造

部
内
の
一
里
、
那
賀
の
国
造
の
部
内
五
里
か
ら
別
に
神
郡
を
お
い
た
と
し
て
い

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
鎌
田
元
一
氏
が
説
い
た
よ
う
に
大
化
五
年
に
求
め
る

こ
と
が
で
き
る）

15
（

が
、
行
方
郡
条
は
「
難
波
長
柄
豊
前
大
宮
馭
宇
天
皇
之
世　

癸
丑

年
」
に
茨
城
国
造
・
那
珂
国
造
が
惣
領
高
向
大
夫
。
中
臣
幡
織
田
大
夫
に
請
い
て

茨
城
の
地
八
里
と
那
珂
の
地
七
里
を
割
い
て
お
か
れ
た
と
し
、
ま
た
多
珂
郡
に
つ

い
て
も
「
難
波
長
柄
豊
前
大
宮
馭
軒
天
皇
之
世　

癸
丑
年
」
に
多
珂
の
国
造
石
城

直
美
夜
部
・
石
城
評
造
部
志
許
赤
ら
が
惣
領
高
向
大
夫
に
申
請
し
て
多
珂
・
石
城

二
郡
を
お
い
た
と
し
、
癸
丑
年
＝
白
雉
四
年
＝
六
五
三
年
の
こ
と
と
し
て
い
る
。

大
化
五
年
、
白
雉
四
年
い
ず
れ
に
し
ろ
、
そ
う
遠
く
な
い
時
期
の
こ
と
を
遡
っ
て

記
し
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
第
二
条
の
実
施
と
関
わ
る
こ
と

で
あ
り
、
決
し
て
第
二
条
が
後
世
の
産
物
で
あ
る
と
ば
か
り
は
言
え
な
い
こ
と
を

示
す
も
の
で
あ
る）

16
（

。

　

そ
の
意
味
で
注
意
さ
れ
る
こ
と
は
、
副
文
に
み
え
る
畿
内
規
定
で
あ
る
。
そ
れ

に
は
「
畿
内
東
自
二

名
墾
横
河
一

以
来
。
南
自
二

紀
伊
兄
山
一

以
来
。
西
自
二

明
石
櫛

淵
一

以
来
。
北
自
二

近
江
狭
々
波
合
坂
山
一

以
来
。
為
二

畿
内
国
一

」
と
あ
る
の
で
あ

る
。
石
母
田
正
氏）

17
（

は
大
化
期
の
畿
内
は
「
四
方
諸
国
」
か
ら
王
都
に
通
じ
る
機
関

交
通
路
上
の
境
界
点
に
よ
っ
て
い
た
時
代
の
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
と
し
、
大
化

期
に
何
ら
か
の
詔
が
出
さ
れ
、
そ
れ
が
後
世
修
飾
さ
れ
て
『
日
本
書
紀
』
の
改
新

詔
と
な
っ
た
と
み
て
、
原
詔
の
存
在
を
認
め
て
い
る
。
ま
た
郡
に
つ
い
て
も

「
以
二

四
十
里
一

為
二

大
郡
一

。
三
十
里
以
下
四
里
以
上
為
二

中
郡
一

。
三
里
為
二

小
郡
一

」

と
あ
る
が
、
こ
の
規
定
は
他
に
見
え
な
い
。
こ
れ
を
北
康
宏
氏
は
仕
丁
差
発
の
あ

り
方
の
変
更
が
な
さ
れ
た
と
み
た
上
で
、
大
化
の
改
革
は
公
戸
系
統
の
改
革
と
子

［三］
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代
入
部
・
豪
族
部
曲
系
統
の
改
革
が
並
行
し
た
た
め
、
そ
れ
を
統
合
し
よ
う
と
し

た
結
果
と
み
る）

18
（

が
、
少
な
く
と
も
、
大
宝
令
文
に
は
見
え
な
い
。
孝
徳
朝
に
お
け

る
全
国
的
な
立
評
を
加
味
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
こ
と
は
第
二
条
が
大
化
期
の
改
革

を
反
映
し
て
述
作
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
の
で
は
な
い
か
。
し
た
が
っ
て
Ａ
は
成
立

し
な
い
。

　

で
は
Ｂ
は
ど
う
か
。
第
三
条
は
計
帳
に
ふ
れ
、
ま
た
口
分
田
の
収
公
に
ふ
れ
る

な
ど
、
当
時
と
し
て
は
ま
だ
そ
の
実
施
が
か
な
り
困
難
な
こ
と
に
ふ
れ
て
い
る）

19
（

こ

と
か
ら
、
後
世
に
書
か
れ
た
可
能
性
が
高
い
文
で
あ
る
が
、
第
四
条
は
当
該
時
期

の
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
す
な
わ
ち
、「
田
調
」
は
こ
こ
に
し
か
見
え
な

く
、「
戸
調
」
も
『
続
日
本
紀
』
慶
雲
三
年
二
月
庚
寅
条
に
「
戸
別
之
調
」
が
登

場
す
る
ま
で
見
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
該
時
期
の
も
の
で
あ
る

可
能
性
が
高
い
が
、
ま
た
第
四
条
を
後
世
の
も
の
と
み
な
す
と
、
第
一
条
と
の
整

合
性
も
失
わ
れ
る
こ
と
も
注
意
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
Ｂ
も
成
立
し
な
い
が
、
部
民
の
廃
止
は
容
易
に
な
し
が
た
い
と
自

覚
し
、
そ
れ
で
第
一
条
と
第
二
条
の
み
を
宣
し
、
第
三
条
・
第
四
条
に
つ
い
て
ま

で
は
失
念
し
て
い
た
と
解
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
を
よ
う
や
く
理
解
す
る
こ
と
は
で

き
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
条
・
第
二
条
が
宣
せ
ら
れ
、
第
一
条
が
少
し
軌
道
に

乗
っ
た
時
点
で
、
第
三
条
・
第
四
条
の
必
要
性
に
思
い
至
り
、
大
化
期
に
追
加
さ

れ
た
も
の
が
、
ま
と
め
ら
れ
た
と
考
え
れ
ば
、
一
応
の
説
明
は
つ
く
。

　

改
新
詔
主
文
自
体
を
当
時
の
も
の
と
み
る
一
方
で
、
一
度
に
出
さ
れ
た
と
は
解

さ
ず
、
複
数
に
分
け
て
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
き
、
大
化

二
年
正
月
段
階
で
出
さ
れ
た
も
の
は
何
か
、
ま
た
何
が
遅
れ
て
出
さ
れ
た
の
か
を

も
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
生
じ
る
。
改
新
詔
主
文
か
ら
離
れ
、
そ
れ
が
い
つ
、
課

題
と
さ
れ
た
か
を
検
討
し
、
そ
れ
が
後
に
改
新
詔
と
し
て
編
集
さ
れ
た
と
考
え
る

こ
と
に
な
る
が
、
以
下
、
節
を
変
え
て
考
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

二　

改
新
詔
主
文
と
大
化
期
の
改
革

　
『
日
本
書
紀
』
は
大
化
二
年
正
月
に
賀
正
の
礼
が
終
わ
っ
て
か
ら
改
新
詔
が
出

さ
れ
た
と
記
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
右
に
み
た
原
詔）

20
（

に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
に
せ

よ
、
し
か
し
す
べ
て
が
こ
の
時
の
も
の
で
は
な
い
可
能
性
が
あ
る
こ
と
は
右
に
み

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
改
め
て
み
て
み
よ
う
。

　

第
一
条
に
は
食
封
の
こ
と
が
登
場
す
る
。
石
母
田
正
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、

こ
の
食
封
は
天
武
四
年
（
六
七
五
）
以
降
の
こ
と
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
り）

21
（

、
こ

こ
に
お
い
て
も
天
武
朝
以
降
の
こ
と
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
門
脇
禎
二
氏

は
、
部
民
廃
止
は
大
化
二
年
三
月
の
皇
太
子
奏
に
お
け
る
昔
天
皇
が
お
い
た
子
代

入
部
と
大
化
二
年
八
月
の
品
部
廃
止
を
下
敷
き
に
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
屯
倉
と
田
荘

を
付
し
て
述
作
さ
れ
た
と
説
く）

22
（

。
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
第
一
条
に
は
後
世
の
内
容
が

含
ま
れ
て
い
る
こ
と
と
な
る
が
、
で
は
、
子
代
に
つ
い
て
は
ど
う
な
の
か
。

　

こ
こ
に
み
え
る
子
代
は
部
の
こ
と
で
あ
り）

23
（

、
部
曲
は
豪
族
私
有
民
の
こ
と
で
あ

る）
24
（

が
、
こ
れ
も
大
化
二
年
八
月
の
品
部
廃
止
詔
以
降
と
み
る
鎌
田
元
一
氏
の
見
解

が
あ
る
。
氏
は
⑴
改
新
詔
は
部
全
体
を
王
家
の
「
カ
キ
」
と
し
て
の
子
代
と
諸
豪

族
の
「
カ
キ
」
と
し
て
の
部
曲
に
二
分
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
八
月
詔
の

品
部
廃
止
を
別
の
観
点
か
ら
述
べ
た
も
の
で
、
部
の
全
面
的
廃
止
を
言
う
点
で
重

［四］
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複
し
て
お
り
、
⑵
正
月
の
宣
言
後
、
改
め
て
八
月
に
部
の
廃
止
が
出
さ
れ
た
と
み

る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
改
新
詔
に
は
大
宝
令
に
よ
る
修
飾
を
受
け
て
い
る
こ

と
か
ら
、
八
月
詔
に
先
立
っ
て
正
月
に
改
新
詔
が
出
さ
れ
た
こ
と
を
疑
問
と
す

る）
25
（

。
と
す
る
と
、
第
一
条
に
つ
い
て
も
大
化
二
年
三
月
以
降
の
も
の
を
含
ん
で
い

る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
二
条
の
郡
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
郡
の
設
置
は
大
宝
令
か
ら
の
こ
と
で
あ

り
、
そ
の
意
味
で
は
大
宝
令
制
定
後
の
こ
と
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か

し
、
こ
の
「
郡
」
を
「
評
」
と
改
め
る
な
ら
ば
大
化
当
時
の
こ
と
を
反
映
し
た
も

の
で
あ
る
可
能
性
が
生
じ
る
。
そ
の
評
が
設
置
さ
れ
た
の
は
い
つ
の
こ
と
な
の
で

あ
る
か
で
あ
る
が
、
先
に
み
た
よ
う
に
そ
れ
は
大
化
五
年
の
こ
と
で
あ
る
可
能
性

が
高
い
。
ま
た
こ
の
第
二
条
は
「
関
塞
・
斥
候
・
防
人
・
駅
馬
」
に
言
及
し
て
い

る
が
、
関
晃
氏
は
こ
れ
を
対
外
防
備
と
、
そ
れ
と
の
関
連
で
駅
制
が
整
備
さ
れ
た

と
み
て
い
る）

26
（

。
山
尾
幸
久
氏
は
こ
れ
を
受
け
て
、
こ
れ
ら
の
制
が
大
化
期
の
も
の

と
不
都
合
で
な
け
れ
ば
、
と
言
う
条
件
の
下
で
、
当
時
の
国
際
情
勢
と
倭
国
の
そ

れ
へ
の
関
わ
り
方
が
政
府
に
対
外
防
備
の
必
要
を
感
じ
せ
し
め
る
の
に
十
分
で

あ
っ
た
と
す
る）

27
（

。

　

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
改
新
詔
は
全
く
の
虚
構
と
も
言
え
ず
、
同
じ
大
化

期
に
属
す
る
改
革
事
項
を
改
新
詔
と
し
て
『
日
本
書
紀
』
編
纂
者
が
集
約
し
た
可

能
性
が
あ
る
。

　

も
っ
と
も
品
部
廃
止
詔
な
ど
に
つ
い
て
、
関
口
裕
子
氏
は
本
来
は
後
世
の
も
の

で
あ
る
が
、
大
化
期
に
集
約
し
て
掲
げ
ら
れ
た
と
す
る）

28
（

。
す
な
わ
ち
改
新
詔
に
見

え
る
改
革
は
天
智
朝
以
後
の
改
革
を
待
つ
必
要
が
あ
る
も
の
と
す
る
の
で
あ
る
。

戸
籍
作
成
と
も
絡
む
問
題
で
あ
る
が
、
私
地
私
民
制
の
廃
止
は
天
武
四
年
、
郡
司

の
設
置
や
行
政
区
画
の
設
定
は
天
智
期
、
戸
籍
作
成
は
天
智
期
の
庚
午
年
＝
六
七

〇
年
、
班
田
収
授
は
大
宝
令
、
五
十
戸
一
里
制）

29
（

は
持
統
期
の
庚
寅
年
＝
六
九
〇

年
、
税
制
は
天
智
期
の
こ
と
と
み
な
し
、
そ
れ
を
大
化
期
の
こ
と
と
し
て
記
さ
れ

た
と
み
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
点
、
八
木
充
氏
は
孝
徳
の
即
位
自
体
を
白
雉
か
ら
と
み
て
い
る）

30
（

。
そ
の
主

要
な
論
拠
は
、
⑴
難
波
長
柄
豊
碕
宮
の
造
営
や
遷
都
は
『
日
本
書
紀
』
白
雉
二
年

一
二
月
条
な
ど
か
ら
白
雉
元
年
前
後
か
ら
具
体
化
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、

⑵
『
日
本
書
紀
』
白
雉
元
年
四
月
条
の
新
羅
貢
調
記
事
に
「
或
本
云
。
是
天
皇

世
。
高
麗
。
百
済
。
新
羅
三
国
。
毎
レ

年
遣
レ

使
貢
献
也
」
と
あ
る
が
、
朝
鮮
三
国

の
同
時
朝
貢
記
事
は
即
位
年
に
多
く
、
ま
た
白
雉
元
年
条
に
「
是
天
皇
世
」
と
さ

れ
て
い
る
こ
と
、
⑶
『
新
唐
書
』
日
本
伝
に
は
「
永
徽
（
六
五
〇
〜
六
五
六
年
）

初
、
其
王
孝
徳
即
位
。
改
元
曰
二

白
雉
一

」
と
あ
る
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
⑴
に
つ

い
て
は
難
波
宮
跡
出
土
木
簡
に
「
戊
申
年
」
＝
大
化
四
年
と
記
し
た
も
の
が
あ
る）

31
（

こ
と
か
ら
、
す
で
に
難
波
宮
の
造
営
が
大
化
四
年
に
は
着
手
ず
み
で
あ
る
と
と
も

に
、
別
稿）

32
（

で
述
べ
た
よ
う
に
周
囲
に
そ
の
構
作
が
及
び
つ
つ
あ
る
と
み
な
す
こ
と

が
で
き
、
そ
の
こ
と
か
ら
、
認
め
得
る
部
分
が
あ
る
。
⑵
に
つ
い
て
は
大
化
元
年

に
三
国
朝
貢
記
事
が
あ
る
こ
と
、
⑶
に
つ
い
て
は
、
遣
唐
使
の
派
遣
・
到
着
時
期

と
絡
む
問
題
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
得
る
こ
と
か
ら
、
八
木
説
は
疑
問
と
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。

　

ま
た
門
脇
禎
二
氏
は
孝
徳
の
「
新
政
」
は
白
雉
年
間
が
主
で
あ
っ
た
と
み
て
い

る）
33
（

。
す
な
わ
ち
、
大
化
二
年
八
月
の
品
部
廃
止
詔
か
ら
は
皇
極
・
中
大
兄
の
思
惑

［五］
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と
は
別
に
独
自
の
政
策
を
と
り
は
じ
め
、
大
化
五
年
四
月
の
新
大
臣
任
命
に
よ
り

大
王
権
力
を
確
立
し
、
そ
れ
は
具
体
的
に
は
親
新
羅
・
唐
路
線
、
白
雉
改
元
、
難

波
長
柄
豊
碕
宮
の
造
営
着
手
な
ど
と
し
て
具
現
化
さ
れ
る
が
、
結
果
と
し
て
次
第

に
皇
極
・
中
大
兄
と
対
立
し
た
と
み
る
。
こ
の
よ
う
に
「
新
政
」
自
体
が
遅
れ
た

と
な
る
と
、
大
化
期
の
改
革
自
体
、
霧
散
し
そ
う
で
あ
る
が
、
し
か
し
孝
徳
の

「
新
政
」
は
遅
れ
て
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
氏
自
身
、
孝
徳
は
即
位
当
初

か
ら
実
権
を
掌
握
し
て
い
た
と
み
て
い
る
の
で
あ
り）

34
（

、
こ
の
こ
と
は
即
位
当
初
か

ら
ほ
ど
な
く
し
て
改
革
に
携
わ
り
得
た
こ
と
を
示
す
。

　

と
す
れ
ば
大
化
期
か
ら
孝
徳
は
改
革
を
お
こ
な
い
得
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
改
新
詔
は
当
時
の
改
革
と
不
可
分
の
も
の
と
言
え
る
が
、
問
題
は
、『
日
本
書

紀
』
の
改
新
詔
主
文
が
も
と
の
原
詔
に
後
世
の
知
識
に
よ
っ
て
少
し
表
現
を
改
変

さ
れ
た
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
大
き
く
改
変
さ
れ
た
も
の
な
の
か
で
あ
る
。
以

下
、
節
を
改
め
て
考
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

三　

改
新
詔
主
文
と
乙
巳
の
変
参
加
者
の
意
向　

　

別
稿）

35
（

で
述
べ
た
よ
う
に
、
鎌
足
は
種
々
の
口
実
を
用
い
て
各
勢
力
の
協
力
を
求

め
、
蘇
我
大
臣
家
の
打
倒
に
成
功
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
口
実
は
具
体
的
に
は

⒜
蘇
我
大
臣
家
の
専
横
に
対
す
る
批
判
、
⒝
蘇
我
氏
の
百
済
寄
り
の
姿
勢
に
対
し

て
、
唐
・
新
羅
寄
り
の
外
交
を
も
考
慮
す
べ
き
と
の
外
交
批
判
、
⒞
従
来
の
地
方

政
治
の
あ
り
方
へ
の
批
判
、
⒟
蘇
我
大
臣
家
の
打
倒
に
象
徴
さ
れ
る
氏
姓
制
の
あ

り
方
へ
の
批
判
、
⒠
蘇
我
氏
の
内
部
分
裂
、
で
あ
る
。

　

⒜
は
『
日
本
書
紀
』
の
記
述
か
ら
導
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
坂
本
太
郎
氏）

36
（

や
関

晃
氏）

37
（

、
田
村
圓
澄
氏）

38
（

に
よ
っ
て
説
か
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
『
日
本
書

紀
』
編
纂
の
あ
り
方
を
も
含
め
た
史
料
批
判）

39
（

に
よ
っ
て
、
現
在
で
は
入
鹿
の
専
横

が
ど
こ
ま
で
真
実
か
不
明
な
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ

故
、
誰
が
こ
れ
を
批
判
し
て
い
た
か
は
『
家
伝
』
が
「
俄
而
崗
本
天
皇
崩
。
皇
后

即
位
。
王
室
衰
微
、
政
不
レ

自
レ

君
。
大
臣
窃
慷
二

慨
之
一

」
と
鎌
足
が
蘇
我
氏
の
専

横
を
窃
か
に
慷
慨
し
て
い
た
記
し
て
い
る）

40
（

こ
と
以
外
で
は
不
明
と
言
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　

⒝
は
蘇
我
大
臣
家
の
外
交
路
線
に
反
対
す
る
一
派
が
起
こ
し
た
と
み
る
も
の
で

あ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
に
つ
い
て
は
蘇
我
大
臣
家
の
外
交
路
線
が
は
っ
き
り
と
確

定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
た
め
に
各
論
が
だ
さ
れ
る
現
状
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
石
母
田

正
氏
や
八
木
充
氏
・
金
鉉
球
氏
は
、
乙
巳
の
変
は
親
百
済
派
の
蘇
我
大
臣
家
と
、

唐
の
朝
鮮
半
島
問
題
介
入
強
化
を
受
け
て
親
新
羅
・
唐
路
線
を
と
ろ
う
と
す
る

中
大
兄
一
派
と
の
対
立
か
ら
発
生
し
た
と
説
く）

41
（

。
山
尾
幸
久
氏
も
当
初
、
こ
の
よ

う
に
と
ら
え
て
い
た）

42
（

が
、
後
に
は
逆
に
唐
・
新
羅
寄
り
の
政
策
を
と
ろ
う
と
し
た

蘇
我
大
臣
家
に
対
し
て
、
百
済
と
親
し
い
軽
が
ク
ー
デ
タ
ー
を
起
こ
し
た
も
の
と

と
ら
え
た）

43
（

。
鬼
頭
清
明
氏
は
六
四
二
年
の
百
済
の
旧
任
那
地
域
の
占
領
を
前
に
し

て
、
任
那
の
調
に
こ
だ
わ
る
蘇
我
大
臣
家
と
、
そ
れ
を
放
棄
し
て
で
も
百
済
・
新

羅
か
ら
の
朝
貢
維
持
を
図
り
、
半
島
で
の
抗
争
か
ら
中
立
の
立
場
を
と
ろ
う
と
し

た
中
大
兄
一
派
の
抗
争
と
し）

44
（

、
西
本
昌
弘
氏
は
倭
は
一
貫
し
て
親
百
済
政
策
を

と
っ
て
い
た
が
、
六
四
二
年
の
東
ア
ジ
ア
の
大
変
動
を
契
機
に
内
政
・
外
交
に
わ

た
る
改
革
を
志
向
し
た
も
の
の
、
こ
の
方
針
に
反
す
る
行
為
を
と
ろ
う
と
し
た

［六］
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蘇
我
大
臣
家
を
討
滅
し
た
と
み
る）

45
（

。

　

⒞
は
門
脇
禎
二
氏
が
強
調
し
て
い
る
も
の
で
、
中
級
官
人
が
直
面
し
て
い
た
矛

盾
を
克
服
す
る
た
め
に
立
ち
上
が
っ
た
と
み
る
も
の
で
あ
る）

46
（

。
氏
は
中
級
官
人
と

し
て
民
衆
と
接
す
る
機
会
の
多
か
っ
た
彼
ら
が
改
革
の
必
要
性
を
自
覚
し
、
連
帯

し
て
立
ち
上
が
っ
た
と
み
て
い
る
。

　

⒟
は
⒞
と
も
関
わ
る
が
、
中
級
官
人
で
あ
る
中
臣
氏
出
身
の
鎌
足
が
政
界
で
の

活
躍
を
意
図
す
る
な
ら
ば
、
氏
姓
制
の
頂
点
に
立
つ
蘇
我
大
臣
家
を
倒
す
こ
と
は

そ
の
一
法
で
あ
る
。
鎌
足
が
宗
業
を
継
が
な
い
と
決
め
た）

47
（

以
上
、
中
級
官
人
と
し

て
生
き
る
ほ
か
な
く
、
そ
の
時
、
氏
姓
制
か
ら
く
る
身
分
の
低
さ
が
障
害
と
な

る
。
そ
の
打
破
も
決
起
に
参
加
し
た
中
級
官
人
は
ひ
そ
か
に
願
っ
て
い
た
と
し
て

も
不
思
議
で
は
な
い
。

　

⒠
は
篠
川
賢
氏
が
強
調
し
た
も
の）

48
（

で
、
蘇
我
大
臣
家
の
滅
亡
は
蘇
我
氏
の
内
部

分
裂
に
よ
る
も
の
で
あ
り）

49
（

、
そ
の
こ
と
は
蘇
我
大
臣
家
の
遺
産
処
分
記
事
が
な
い

こ
と
か
ら
う
か
が
え
る
と
し
、
石
川
麻
呂
の
関
与
を
強
調
す
る
。
そ
し
て
軽
と

石
川
麻
呂
が
親
密
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
乙
巳
の
変
は
軽
と
石
川
麻
呂
に
よ
る
政

変
で
あ
り
、
新
政
権
の
中
心
に
あ
っ
た
の
は
両
者
で
あ
る
と
す
る
。『
家
伝
』
は

鎌
足
が
入
鹿
打
倒
の
た
め
に
「
勢
門
之
佐
」
を
求
め
、
入
鹿
と
「
相
忌
」
む
仲
で

あ
っ
た
同
族
の
石
川
麻
呂
を
み
い
だ
し）

50
（

、
大
臣
家
を
放
置
す
る
と
害
が
石
川
麻
呂

に
及
ぶ
と
し
て
、
入
鹿
殺
害
に
加
わ
る
よ
う
、
働
き
か
け
た
と
記
し
て
い
る）

51
（

。

　

こ
の
よ
う
に
鎌
足
は
軽
の
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
口
実
の
も
と
に
各
種
勢
力
に
働

き
か
け
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
大
臣
家
が
倒

さ
れ
た
以
上
、「
大
臣
」
を
お
く
こ
と
は
憚
ら
れ
、
孝
徳
が
即
位
と
と
も
に
左
右

の
大
臣
を
置
い
た
の
は
現
実
的
な
対
応
で
あ
る
一
方
、
右
大
臣
と
さ
れ
た
石
川

麻
呂
に
し
て
み
る
と
、
そ
れ
は
協
力
し
た
こ
と
へ
の
当
然
と
も
言
え
る
任
官
で

あ
っ
た）

52
（

。

　

こ
れ
は
政
変
後
の
一
般
的
な
現
象
と
言
え
る
か
ら
措
く
と
し
て
、
こ
の
他
に
何

が
な
さ
れ
た
か
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
口
実
の
も
と
に
各
種
勢
力
が
結
集
し
、
そ

れ
を
ま
と
め
た
の
が
鎌
足
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
入
鹿
殺
害
に
成
功
し
た
以

上
、
そ
の
口
実
の
実
現
が
鎌
足
の
課
題
と
な
る
。

四　

改
新
詔
と
乙
巳
の
変
参
加
者
へ
の
配
慮

　

⒜
に
つ
い
て
は
、
そ
の
説
が
現
在
否
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
仮
に
成
立
す
る

と
し
て
も
既
に
事
は
終
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
残
務
整
理
が
課
題
と
な
る
が
、
蘇
我

氏
か
ら
右
大
臣
と
し
て
石
川
麻
呂
が
加
わ
っ
た
以
上
、
せ
い
ぜ
い
そ
の
上
に
左
大

臣
と
し
て
阿
倍
麻
呂
を
お
い
た）

53
（

こ
と
に
反
映
さ
れ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

　

⒝
に
つ
い
て
は
先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
蘇
我
本
宗
家
の
外
交
路
線
に
不
明
な
と
こ

ろ
が
あ
り
、
た
め
に
そ
の
改
革
の
実
行
に
つ
い
て
も
、
混
沌
と
し
て
い
る
。
い
ま

『
日
本
書
紀
』
を
中
心
に
当
該
時
期
前
の
外
交
関
連
記
事
を
拾
う
と
次
の
よ
う
に

な
る
（
海
外
史
料
は
末
尾
に
●
を
付
し
た
）。

　

舒
明　

二
年　
　

三
月　

高
句
麗
、
百
済
朝
貢

　
　
　
　
　
　
　
　

八
月　

遣
唐
使
派
遣

　
　
　
　

三
年　
　

三
月　

百
済
よ
り
王
子
豊
章
入
質）

54
（
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四
年　
　

八
月　

唐
よ
り
高
表
仁
、
新
羅
使
と
と
も
に
対
馬
に

　
　
　
　

七
年　
　

正
月　

百
済
朝
貢

　
　
　

一
一
年　

一
一
月　

新
羅
客
に
饗

　
　
　

一
二
年　

一
〇
月　

大
唐
学
問
僧
、
新
羅
経
由
で
帰
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
済
・
新
羅
朝
貢

　

皇
極　

元
年　
　

正
月　

百
済
よ
り
使
者
、
百
済
王
子
翹
岐
一
行
来
朝）

55
（

　
　
　
　
　
　
　
　

二
月　

高
句
麗
朝
貢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

高
句
麗
・
百
済
、
新
羅
・
任
那
に
使
者
派
遣
す
べ
き

と
詔

　
　
　
　
　
　
　
　

三
月　

新
羅
よ
り
使
者

　
　
　
　
　
　
　
　

四
月　

百
済
大
使
翹
岐
、
拝
朝

　
　
　
　
　
　
　
　

五
月　

百
済
朝
貢

　
　
　
　
　
　
　
　

八
月　

百
済
使
者
の
帰
国
に
際
し
、
大
舶
三
艘
を
与
え
る

　
　
　
　

是
歳　
　
　
　
　

百
済
、
新
羅
よ
り
任
那
奪
還
（
三
国
史
記
）
●

　
　
　
　

二
年　
　

四
月　

百
済
王
子
翹
岐
、
調
使
と
と
も
に
来
朝）

56
（

　
　
　
　
　
　
　
　

六
月　

高
句
麗
朝
貢

　

大
化　

元
年　
　

七
月　

高
句
麗
・
百
済
・
新
羅
朝
貢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
済
、
任
那
の
調
を
進
貢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
句
麗
・
百
済
に
詔
、
百
済
に
使
者
派
遣

　
　
　
　

二
年　
　

九
月　

 

新
羅
に
使
者
派
遣
、
入
質
す
べ
き
こ
と
と
任
那
調
の

停
止
を
告
げ
る

　

舒
明
・
皇
極
朝
に
は
朝
貢
使
を
含
め
て
高
句
麗
・
百
済
と
の
使
者
の
往
来
が
盛

ん
で
あ
る
の
に
対
し
て
新
羅
と
の
交
流
は
少
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
大
化
二

年
に
は
、
新
羅
に
使
者
を
送
る
な
ど
交
流
が
増
加
し
て
い
る
の
で
あ
る）

57
（

。
誰
が
外

交
を
主
導
し
た
か）

58
（

は
別
に
、
外
交
の
転
換
が
図
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ

は
外
交
路
線
の
転
換
を
訴
え
た
こ
と
へ
の
具
体
的
な
返
答
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。

　

ま
た
大
化
元
年
一
二
月
の
難
波
豊
碕
宮
へ
の
遷
都）

59
（

で
あ
る
が
、
孝
徳
が
即
位
以

前
に
住
ま
い
し
て
い
た
宮
は
和
泉
郡
な
い
し
摂
津
三
島
郡
に
営
ま
れ
て
い
た
と
推

定
さ
れ
て
い
る）

60
（

。
こ
れ
に
よ
れ
ば
孝
徳
は
即
位
後
し
ば
ら
く
し
て
そ
の
本
拠
地
に

近
い
と
こ
ろ
に
遷
都
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
権
力
の
所
在
を
明
確
に

す
る
行
為
に
他
な
ら
な
い
が
、
石
母
田
正
氏
は
朝
鮮
半
島
の
緊
張
に
対
す
る
対
応

と
関
わ
る
と
み
て
い
る）

61
（

。

　

こ
の
遷
都
に
つ
い
て
門
脇
禎
二
氏）

62
（

や
八
木
充
氏）

63
（

は
当
時
の
も
の
と
み
て
い
な
い

が
、
し
か
し
先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
難
波
宮
跡
出
土
木
簡
に
「
戊
申
年
」
＝
大
化
四

年
と
記
し
た
も
の
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
す
で
に
難
波
宮
の
造
営
が
大
化
四
年
に
は

着
手
ず
み
で
あ
る
と
と
も
に
、
周
囲
に
そ
の
構
作
が
及
び
つ
つ
あ
る
こ
と
を
う
か

が
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
全
く
の
作
文
と
は
言
え
な
い
こ
と
と
な

る
。
少
な
く
と
も
飛
鳥
の
地
を
離
れ
て
新
た
に
宮
を
営
む
こ
と
を
宣
し
た
こ
と
を

背
景
に
し
た
記
事
で
あ
ろ
う
。

　

⒞
・
⒟
は
そ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
地
方
政
治
の
展
開
、
官
人
秩
序
の
構
築
に
つ

な
が
る
が
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
か
。
い
ま
大
化
期
に
な
さ
れ

た
主
な
改
革
事
項
を
み
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
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㋐　

大
化
元
年
八
月　

 

東
国
へ
国
司
派
遣
し
、
戸
籍
を
作
り
、
田
畝
を
挍
え
、
武

器
の
収
公

㋑　
　
　
　
　
　
　
　

 

倭
国
六
県
に
使
者
を
派
遣
し
、
戸
籍
を
作
り
、
田
畝
を
挍

え
る

㋒　
　
　
　
　
　
　
　

男
女
の
法

㋓　
　
　
　
　

九
月　

諸
国
に
使
者
を
派
遣
し
、
武
器
の
収
公

㋔　
　
　
　
　
　
　
　

使
者
を
諸
国
に
派
遣
し
、
民
の
元
数
を
記
録

㋕　
　
　
　
　
　
　
　

大
土
地
所
有
の
禁
止

㋖　
　
　
　

一
二
月　

難
波
長
柄
へ
遷
都

㋗　

大
化
二
年
正
月　

改
新
詔

㋘　
　
　
　
　

三
月　

皇
太
子
奏

㋙　
　
　
　
　
　
　
　

旧
俗
改
正

㋚　
　
　
　
　

八
月　

品
部
廃
止

㋛　
　
　
　
　
　
　
　

百
官
位
階
の
制
定

㋜　
　
　
　
　
　
　
　

地
方
政
治
の
方
針
・
給
田

㋝　
　
　
　
　
　
　
　

調
賦
規
定

㋞　

大
化
三
年
四
月　

品
部
廃
止

㋟　
　
　
　
　

是
歳　

位
階
制
定

　

⒞
に
つ
い
て
は
㋐
・
㋑
・
㋓
・
㋔
・
㋕
・
㋙
・
㋜
・
㋝
な
ど
が
、
⒟
に
つ
い
て

は
㋚
・
㋛
・
㋞
・
㋟
な
ど
が
該
当
し
よ
う
。
す
な
わ
ち
⒞
の
㋐
・
㋑
・
㋓
・
㋔
は

戸
口
と
田
地
の
調
査
で
あ
り
、
そ
れ
は
先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
対
外
関
係
の
緊
張
に

対
処
す
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
氏
姓
制
の
段
階
に
お
い
て
は
地
方
に
派
遣
さ
れ
た

中
級
官
人
が
調
査
し
よ
う
に
も
困
難
を
と
も
な
う
も
の
で
あ
っ
た
。
㋙
・
㋜
・
㋝

は
地
方
に
赴
く
中
級
官
人
の
便
宜
を
図
っ
て
い
た
り
、
彼
ら
が
現
地
に
お
い
て
作

業
を
す
る
に
当
た
っ
て
の
基
準
な
ど
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
⒟
の
㋛
・
㋟
は
位

階
の
再
編
成
で
あ
り
、
こ
れ
は
⒞
に
も
該
当
す
る
が
、
蘇
我
氏
へ
の
配
慮
と
言
う

こ
と
か
ら
す
る
と
、
大
臣
家
そ
の
も
の
で
は
な
い
た
め
、
そ
の
地
位
は
低
か
っ
た

が
、
そ
れ
を
位
階
の
再
編
で
応
じ
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

　

問
題
は
ど
の
程
度
、
こ
れ
が
実
際
に
展
開
さ
れ
た
か
で
あ
る
。

　

大
化
元
年
八
月
の
㋐
・
㋑
に
関
し
て
、「
戸
籍
を
作
り
、
田
畝
を
挍
え
る
」
と

あ
る
部
分
を
、
石
母
田
正
氏
は
、
私
民
の
収
公
で
は
な
く
、
部
曲
な
ど
の
私
民
を

も
含
め
て
す
べ
て
の
民
戸
が
対
象
と
さ
れ
た
も
の
で
、
領
域
内
の
す
べ
て
を
部
民

的
な
統
属
関
係
と
は
無
関
係
に
あ
り
、
そ
の
存
続
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
り
、

ま
た
、
校
田
は
民
有
地
の
み
な
ら
ず
、
共
同
体
の
所
有
地
、
寺
社
の
所
有
地
か
ら

屯
倉
・
田
荘
に
至
る
ま
で
一
律
に
お
こ
な
わ
れ
、
耕
地
の
確
認
の
み
な
ら
ず
、
各

種
の
正
当
性
の
な
い
土
地
保
有
を
整
理
す
る
こ
と
ま
で
含
み
、
そ
れ
は
一
方
で
収

公
規
定
の
な
い
土
地
の
「
賦
田
」
で
あ
る
と
す
る）

64
（

。

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
一
部
実
行
さ
れ
た
改
革
と
な
る
。
こ
こ
で
注
意
さ
れ

る
の
は
㋜
で
あ
る
。
こ
れ
は
こ
れ
か
ら
発
遣
す
る
国
司
に
対
し
た
も
の
で
あ
り
、

　
　

今
発
遣
国
司
幷
彼
国
造
可
二

以
奉
聞
一

。
去
年
付
二

於
朝
集
使
一

之
政
者
。
随
二

前
処
分
一

。
以
二

収
数
田
一

。
均
給
二

於
民
一

。
勿
レ

生
二

彼
我
一

。
凡
給
レ

田
者
。

其
百
姓
家
近
接
二

於
田
一

。
必
先
二

於
近
一

。

と
あ
る
。
後
半
の
「
凡
」
以
下
が
、
改
新
詔
の
副
文
の
あ
り
方
と
似
て
い
る
こ
と

［九］
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か
ら
信
を
お
け
な
い
と
し
て
も
、
前
半
部
分
は
㋐
・
㋑
を
受
け
た
も
の
と
言
え
よ

う
。
こ
の
こ
と
は
㋓
・
㋔
に
通
じ
る
が
、『
日
本
書
紀
』
大
化
二
年
三
月
条
に
こ

の
時
派
遣
さ
れ
た
国
司
の
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
東
国
国
司
は
派

遣
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
国
司
派
遣
は
当
時
慣
習
化
し
て
い
て
、
そ
の
一
環
と

し
て
派
遣
さ
れ
た
の
か
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
黛
弘
道
氏
は
ミ
コ
ト
モ
チ
と

称
さ
れ
る
臨
時
の
使
者
と
み
た）

65
（

。
し
か
し
薗
田
香
融
氏
は
国
宰
は
常
駐
の
官
人
で

現
地
人
の
首
長
を
監
督
す
る
行
政
官
と
と
ら
え）

66
（

、
北
康
宏
氏
も
任
国
下
向
が
八

月
、
帰
任
二
月
で
、
そ
れ
を
受
け
て
三
月
に
対
策
を
講
ず
る
こ
と
を
基
準
と
す
る

サ
イ
ク
ル
が
存
在
し
て
い
て
、
そ
の
一
環
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
も
の
と
み
て
い

る）
67
（

。
一
定
の
サ
イ
ク
ル
で
派
遣
さ
れ
る
こ
と
が
確
立
さ
れ
て
い
た
と
ま
で
断
言
で

き
な
い
が
、
そ
の
任
務
の
中
に
新
た
に
㋐
・
㋑
な
ど
が
加
わ
っ
た
と
言
え
る
の
で

は
な
い
か
。

　

㋕
の
大
土
地
所
有
の
禁
止
は
賦
田
と
関
わ
る
。

　

㋙
に
交
通
に
関
す
る
規
定
が
あ
る
。
す
な
わ
ち

　
　

① 

被
レ

役
二

辺
畔
一

之
民
。
事
了
還
レ

郷
之
日
。
忽
然
得
レ

疾
臥
二

死
路
頭
一

。
於
レ

是
路
頭
之
家
。
乃
謂
之
曰
。
何
故
使
二
レ

人
死
於
二

余
路
一

。
因
留
二

死
者
友

伴
一

。
強
使
二

祓
除
一

。

　
　

② 

百
姓
溺
二

死
於
河
一

逢
者
。
乃
謂
之
曰
。
何
故
於
レ

我
使
レ

遇
二

溺
人
一

。
因

留
二

溺
者
友
伴
一

。
強
使
二

祓
除
一

。

　
　

③ 

被
レ

役
之
民
。
路
頭
炊
飯
。
於
レ

是
路
頭
之
家
。
乃
謂
之
曰
。
何
故
任
レ

情

炊
二

飯
余
路
一

。
強
使
二

祓
除
一

。

　
　

④ 

臨
二

向
レ

京
日
一

。
恐
二

所
レ

乗
馬
疲
痩
不
行
。
以
二

布
二
尋
。
麻
二
束
一

送
二

参
河
。
尾
張
両
国
之
人
一

。
雇
令
二

養
飼
一

。
乃
入
二

于
京
一

。
於
二

還
レ

郷
日
一

送
二

鍬
一
口
一

。
而
参
河
人
等
不
レ

能
二

養
飼
一

。
・
・
故
今
立
レ

制
。
凡
養
二

馬
於
路
傍
国
一

者
。
将
二

被
レ

雇
人
一

。
審
告
二

村
首
一

。
方
授
二

詶
物
一

。
其

還
レ

郷
日
不
二

須
臾
報
一

。
如
致
二

疲
損
一

不
レ

合
レ

得
レ

物
。
・
・

　
　

⑤
罷
二

市
司
。
要
路
。
津
濟
渡
子
之
調
賦
一

給
二

与
田
地
一

。

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

①
・
③
は
宮
な
ど
で
の
使
役
に
当
た
る
人
々
の
交
通
の
便
を
図
っ
た
も
の
で
あ

り
、
④
は
馬
の
使
用
か
ら
し
て
上
層
の
人
を
対
象
と
し
て
、
や
は
り
交
通
上
の
不

便
を
取
り
除
こ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
④
に
お
い
て
参
河
、
尾
張
が
問
題
と

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
東
国
国
司
派
遣
の
結
果
を
受
け
た
も
の
で
、
当
時
の

も
の
と
言
え
よ
う）

68
（

。
⑤
の
規
定
は
先
の
石
母
田
正
氏
の
提
起
し
た
賦
田
と
関
わ
る

こ
と
で
も
あ
る
。
こ
れ
ら
は
国
司
と
し
て
地
方
に
赴
任
し
た
中
下
級
官
人
の
感
じ

た
矛
盾
と
関
わ
る
も
の
で
、
こ
こ
で
そ
の
改
正
が
う
た
わ
れ
た
と
み
る
の
が
妥
当

で
あ
ろ
う
。

　

㋜
の
地
方
政
治
の
方
針
・
給
田
・
㋝
調
賦
規
定
は
下
級
官
人
が
国
司
と
し
て
任

務
を
果
た
す
に
当
た
っ
て
必
要
な
事
項
に
属
し
よ
う
。

　

⒟
に
つ
い
て
は
㋛
・
㋟
は
い
ず
れ
も
位
階
の
制
定
に
関
わ
る
が
、
と
も
に
実
行

に
移
さ
れ
て
い
る
。
㋚
・
㋞
は
一
連
の
品
部
廃
止
詔
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る

が
、
㋘
の
皇
太
子
奏
と
関
わ
る
。

 　

こ
の
㋘
皇
太
子
奏
に
つ
い
て
は
薗
田
香
融
氏
や
篠
川
賢
氏
は
、
押
坂
彦
人
の

御
名
入
部
な
ど
の
献
上
に
消
極
的
で
あ
っ
た
中
大
兄
に
孝
徳
が
献
上
を
催
促
し
た

［一〇］
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改新詔と大化期の改革

も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る）

69
（

が
、
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
山
尾
幸
久
氏
も

改
新
詔
第
一
条
を
「
群
臣
共
同
体
」
を
め
ざ
し
た
も
の
と
し
た
上
で
、
こ
の
皇
太

子
奏
を
王
族
の
地
位
を
強
め
、「
王
族
共
同
体
」
の
結
束
を
図
る
べ
く
王
族
の
経

常
費
を
一
律
に
保
障
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
、
欽
明
朝
か
ら
お
か
れ
始
め
た
「
御

名
入
部
」
を
廃
止
し
、
そ
れ
を
王
族
へ
の
「
封
民
」
と
し
た
こ
と
の
一
環
で
あ
る

と
み
て
、
当
時
の
も
の
と
認
め
て
い
る）

70
（

。「
王
族
共
同
体
」
の
結
束
を
図
る
べ
く

王
族
の
経
常
費
を
一
律
に
保
障
し
よ
う
と
し
た
と
言
え
る
か
は
と
も
か
く
、
こ
の

こ
と
は
氏
姓
制
下
の
領
有
民
の
改
革
と
関
わ
る
。
で
は
㋚
・
㋞
は
ど
う
か
。

　

㋚
は
一
連
の
も
の
で
、
次
の
も
の
か
ら
な
っ
て
い
る
。

　
　

① 

原
夫
。
天
地
陰
陽
不
レ

使
下
二

四
時
一

相
乱
上

。
惟
此
天
地
生
二

乎
万
物
一

。
万

物
之
内
。
人
是
最
霊
。
最
霊
之
間
。
聖
為
二

人
主
一

。
是
以
聖
主
天
皇
則
レ

天
御
㝢
。
思
二

人
獲
所
。
暫
不
レ

廃
レ

胸
。
而
始
二

王
名
名
一

。
臣
連
。
伴

造
。
国
造
。
分
二

其
品
部
一

別
二

彼
名
名
一

。
復
以
二

其
民
品
部
一

。
交
雑
使
レ

居
二

国
県
一

。
遂
使
下
二

父
子
一

易
レ

姓
。
兄
弟
異
レ

宗
。
夫
婦
更
互
殊

名
。

一
家
五
分
六
割
。
由
レ

是
争
競
之
訟
盈
レ

国
充
レ

朝
。
終
不
レ

見
レ

治
。
相
乱

彌
盛
。
粤
以
始
二

於
今
之
御
㝢
天
皇
一

及
二

臣
連
等
一

。
所
レ

有
品
部
宜
下

悉
皆

罷
為
中

国
家
民
上

。
其
仮
二

借
王
名
一

為
二

伴
造
一

。
其
襲
二

拠
祖
名
一

為
二

臣

連
一

。
斯
等
深
不
レ

悟
レ

情
。
忽
聞
二

若
是
所
宣
。
当
思
。
祖
名
所
レ

借
名

滅
。
由
レ

是
。
・
・

　
　

② 

始
二

於
祖
子
一

奉
仕
卿
大
夫
。
臣
連
。
伴
造
。
氏
氏
人
等
。
咸
可
二

聴
聞
一

。

今
以
二

汝
等
一

使
レ

仕
状
者
。
改
二

去
旧
職
一

新
設
二

百
官
一

及
著
二

位
階
一

。
以
二

官
位
一

叙
。

　
　

③ 

今
発
遣
国
司
幷
彼
国
造
可
二

以
奉
聞
一

。
去
年
付
二

於
朝
集
使
一

之
政
者
。

随
二

前
処
分
一

。
以
二

収
数
田
一

。
均
給
二

於
民
一

。
勿
レ

生
二

彼
我
一

。
凡
給
レ

田

者
。
其
百
姓
家
近
接
二

於
田
一

。
必
先
二

於
近
一

。

　
　

④
凡
調
賦
者
。
可
レ

収
二

男
身
之
調
一

。

　
　

⑤
凡
仕
丁
者
。
毎
二

五
十
戸
一

一
人
。

　
　

⑥ 

宜
下

観
二

国
々
壃
堺
一

。
或
図
持
来
奉

示
。
国
県
之
名
来
時
将
定
。
国
々

可
レ

築
レ

堤
地
。
可
レ

穿
レ

溝
所
。
可
レ

墾
レ

田
間
。
均
給
使
レ

造
。

　

①
は
品
部
を
「
国
家
民
」
と
す
べ
き
こ
と
、
し
た
が
っ
て
部
民
廃
止
を
宣
し
た

も
の
で
あ
る
が
、
大
化
三
年
四
月
の
㋞
と
関
わ
る
。
鎌
田
元
一
氏
は
改
新
詔
第
一

条
は
大
化
二
年
八
月
の
品
部
廃
止
詔
の
内
容
を
別
の
表
現
で
述
べ
た
も
の
で
、
そ

の
史
料
性
に
は
疑
問
が
あ
る
と
し
、
こ
の
品
部
廃
止
詔
は
部
の
廃
止
を
全
面
的
に

述
べ
た
も
の
で
、
皇
太
子
詔
奏
は
そ
の
先
触
れ
と
み
る）

71
（

。
こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
の

は
㋞
の
末
尾
に
は
「
始
二

於
皇
子
。
群
臣
一

。
及
二

諸
百
姓
一

。
将
レ

賜
二

庸
調
一

。」
と

あ
り
、
こ
れ
は
改
新
詔
に
共
通
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
点
、
山
尾
幸
久
氏
は
㋚
も
含
め
て
い
わ
ゆ
る
品
部
廃
止
詔
に
み
え
る
語
句

や
用
字
法
が
和
文
的
で
、
そ
れ
は
七
世
紀
第
Ⅳ
四
半
期
に
し
か
遡
ら
な
い
と
し
、

当
該
時
期
ま
で
に
遡
ら
せ
る
の
は
無
理
と
し
て
否
定
す
る
と
と
も
に
、
伴
造
―
品

部
の
廃
止
は
兵
衛
・
伴
部
の
成
立
と
関
連
す
る
と
し
、
そ
の
兵
衛
・
伴
部
の
成
立

を
天
武
朝
の
こ
と
と
み
て
、
品
部
廃
止
詔
の
実
年
代
を
天
武
朝
初
葉
と
み
て
い

る）
72
（

。
し
か
し
『
日
本
書
紀
』
大
化
元
年
八
月
条
に
「
拝
二

東
国
等
国
司
一

。
依
詔
二

国
司
等
一

曰
。
随
二

天
神
之
所
奉
寄
一

・
・
」
と
あ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
い
わ

ゆ
る
東
国
国
司
詔
の
冒
頭
で
あ
る
が
、
和
文
体
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
注

［一一］
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目
さ
れ
る
こ
と
は
い
わ
ゆ
る
前
期
難
波
宮
に
お
け
る
「
朝
堂
院
」
が
巨
大
な
も
の

に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る）

73
（

。
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
早
川
庄
八
氏
は
地
方
豪
族

つ
ま
り
畿
内
政
権
の
被
支
配
者
た
ち
に
内
裏
・「
朝
堂
院
」
の
大
き
さ
を
実
見
さ

せ
て
、
圧
伏
す
る
た
め
で
あ
る
と
み
て
い
る）

74
（

。
畿
内
政
権
の
成
否
は
と
も
か
く
、

そ
の
朝
堂
院
の
空
間
、
換
言
す
れ
ば
後
世
の
大
極
殿
の
前
の
空
間
に
地
方
豪
族
を

集
め
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
群
臣
に
も
可
能
で
、
そ
の
上
で
宣
せ
ら
れ
た

と
み
る
。
そ
の
こ
と
の
一
端
は
先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
大
化
元
年
八
月
に
東
国
等
の

国
司
を
集
め
て
そ
の
任
務
内
容
を
告
げ
、
彼
ら
が
帰
京
し
た
大
化
二
年
三
月
に
は

「
集
侍
群
卿
大
夫
及
臣
連
。
国
造
。
伴
造
幷
諸
百
姓
等
。
咸
可
レ

聴
之
」
と
、
そ
の

集
合
し
て
い
る
場
で
国
司
等
の
評
価
を
告
げ
て
い
る
こ
と）

75
（

、
さ
ら
に
大
化
二
年
二

月
に
も
「
集
侍
卿
大
夫
及
臣
連
。
国
造
。
伴
造
及
諸
百
姓
」
に
詔
し
て
い
る
こ
と）

76
（

は
、
多
数
を
集
め
て
宣
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
た
だ
問
題
は
い
つ
の

時
点
で
難
波
宮
が
完
成
し
て
い
た
か
で
あ
る
。
工
事
は
進
ん
で
い
て
も
、
朝
堂
院

の
空
間
に
群
臣
を
集
め
得
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。『
日
本
書
紀
』

は
難
波
遷
都
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
し
て
上
で
、
大
化
二
年
正
月
是
月
条
に
お
い
て

「
天
皇
御
二

子
代
離
宮
一

」
と
し
、
大
化
二
年
二
月
条
に
お
い
て
そ
の
帰
宮
を
記

し
、
大
化
二
年
九
月
是
月
条
に
お
い
て
「
天
皇
御
二

蝦
蟇
行
宮
一

」
と
し
、
三
年
是

歳
条
に
お
い
て
「
壊
二

小
郡
一

而
営
レ

宮
。
天
皇
処
二

小
郡
宮
一

」
と
し
、
一
〇
月
の

有
馬
温
泉
湯
行
幸
を
は
さ
ん
で
、
一
二
月
条
に
お
い
て
「
天
皇
還
二

自
レ

温
湯
一

。

而
停
二

武
庫
行
宮
一

」
と
し
、
翌
四
年
正
月
元
旦
の
夕
べ
に
、「
天
皇
幸
二

于
難
波
碕

宮
一

」
と
す
る
。
し
か
し
白
雉
元
年
一
〇
月
条
に
は
「
為
レ

入
二

宮
地
一

所
二

壊
丘
墓
一

及
被
レ

遷
人
者
。
賜
レ

物
各
有
レ

差
。
即
遣
二

将
作
大
匠
荒
田
井
直
比
羅
夫
一

立
二

宮
堺

標
一

」
と
あ
り
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
も
難
波
宮
は
完
成
し
て
い
な
い
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
和
文
的
な
詔
が
発
せ
ら
れ
た
場
所
は
難
波
宮
と
は
限
ら
な

い
。
し
か
し
大
勢
を
集
め
て
宣
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
和
文
表
現
が

と
ら
れ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
と
言
え
よ
う
。

　

ま
た
④
・
⑤
は
「
凡
」
で
始
ま
り
、
後
の
令
文
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
る

可
能
性
が
高
く
信
憑
性
が
疑
わ
れ
る
が
、
し
か
し
③
は
東
国
国
司
派
遣
と
関
わ
る

こ
と
、
先
に
み
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
鎌
足
が
用
い
た

口
実
に
対
す
る
処
置
が
曲
が
り
な
り
に
も
実
行
に
移
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
が
許
さ

れ
る
の
で
は
な
い
か
。

五　

改
革
と
改
新
「
原
詔
」

　

そ
こ
で
問
題
と
な
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
改
革
全
体
を
示
唆
し
た
も
の
が
当
時

宣
さ
れ
た
の
か
で
あ
る
。
個
々
に
宣
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
の

個
々
の
改
革
は
全
体
像
を
示
し
た
上
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
か
、
と
言
う
こ
と
に

な
る
が
、
皇
太
子
奏
に
つ
い
て
は
、
唐
突
で
あ
り
、
前
提
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ

は
何
故
、
皇
太
子
が
所
有
な
い
し
管
理
し
て
い
る
御
名
入
部
な
ど
の
献
上
を
求
め

た
の
か
と
言
う
こ
と
へ
の
動
機
な
い
し
理
由
で
あ
る
。
仮
に
山
尾
幸
久
氏
の
説
く

よ
う
に
改
新
詔
第
一
条
を
「
群
臣
共
同
体
」
を
め
ざ
し
た
も
の
で
あ
り
、
皇
太
子

奏
が
「
王
族
共
同
体
」
を
め
ざ
し
た）

77
（

こ
と
に
端
を
発
す
る
と
み
る
に
せ
よ
、
そ
の

理
念
の
発
露
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
の
意
味
で
は
政
変
後
の
翌
年
正
月
に
は
何
ら
か
の
改
革
姿
勢
を
示
す
こ
と
は
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必
要
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
当
時
、
元
旦
に
何
ら

か
の
政
治
的
な
行
為
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。

推
古
朝
以
降
の
正
月
三
日
間
の
主
な
記
事
を
拾
う
と
次
の
よ
う
に
な
る
（
外
国
か

ら
の
使
節
到
着
な
ど
は
省
い
た
）。

　
　

推
古
一
二
年
正
月
朔
日　

冠
位
授
与

　
　

舒
明　

元
年
正
月
四
日　

即
位

　
　

皇
極　

三
年
正
月
朔
日　

鎌
足
を
神
祇
伯
に

　
　

大
化　

二
年
正
月
朔
日　

賀
正
礼
の
後
、
改
新
詔

　
　

大
化　

四
年
正
月
朔
日　

賀
正
礼
。
夕
、
難
波
碕
に
行
幸

　
　

大
化　

五
年
正
月
朔
日　

賀
正
礼

　
　

白
雉　

元
年
正
月
朔
日　

味
経
宮
で
賀
正
の
礼

　
　

白
雉　

三
年
正
月
朔
日　

賀
正
の
礼
後
、
大
郡
宮
に
行
幸

　
　

斉
明　

元
年
正
月
三
日　

即
位

　
　

斉
明　

五
年
正
月
三
日　

期
温
湯
よ
り
至
る
（
一
〇
月
よ
り
）

　
　

天
智　

七
年
正
月
三
日　

即
位

　
　

天
智
一
〇
年
正
月
二
日　

賀
正
の
事
が
奏
さ
れ
る

　
　

天
武　

四
年
正
月
朔
日　

大
学
寮
の
学
生
等
薬
・
珍
奇
な
も
の
献
上

　
　

天
武　

五
年
正
月
朔
日　

群
臣
等
拝
朝

　
　

天
武
一
〇
年
正
月
二
日　

幣
帛
を
諸
神
祇
に
頒
つ

　
　

天
武
一
〇
年
正
月
三
日　

拝
朝

　
　

天
武
一
二
年
正
月
二
日　

拝
朝

　
　

天
武
一
四
年
正
月
二
日　

拝
朝

　
　

朱
鳥　

元
年
正
月
二
日　

大
極
殿
に
御
し
、
宴
。
無
端
事
を
王
卿
に
問
う

　
　

持
統　

元
年
正
月
朔
日　

皇
太
子
等
殯
宮
で
慟
哭

　
　

持
統　

二
年
正
月
朔
日　

皇
太
子
等
殯
宮
で
慟
哭

　
　

持
統　

三
年
正
月
朔
日　

万
国
を
前
殿
に
朝
拝

　
　

持
統　

四
年
正
月
朔
日　

即
位

　
　

持
統　

四
年
正
月
二
日　

拝
朝

　
　

持
統　

五
年
正
月
朔
日　

親
王
以
下
に
叙
位

　
　

持
統　

七
年
正
月
二
日　

高
市
皇
子
以
下
に
叙
位
、
服
色
規
定

　
　

持
統　

八
年
正
月
二
日　

叙
位

　

賀
正
礼
は
大
化
二
年
か
ら
登
場
す
る
が
、
し
か
し
推
古
一
一
年
（
六
〇
三
年
）

一
二
月
条
に
冠
位
制
定
を
述
べ
た
後
、
元
日
に
は
「
唯
元
日
着
二

髻
花
一

」
と
あ
る

の
み
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
元
日
の
礼
は
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
が
、
そ
の
礼
は
天
候
か
ら
二
日
な
い
し
三
日
に
な
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
場
で
内
外
の
政
治
方
針
な
ど
に
つ
い
て
何
か
が
宣
さ
れ
る

例
は
少
な
い）

78
（

。
正
月
の
礼
の
中
で
何
か
が
宣
さ
れ
る
の
は
推
古
一
二
年
、
皇
極
三

年
（
六
四
四
年
）、
そ
し
て
大
化
二
年
に
過
ぎ
ず
、
極
め
て
特
異
な
の
で
あ
る

（
し
か
も
そ
の
中
の
推
古
一
二
年
の
場
合
、
年
紀
が
異
な
っ
て
い
る）

79
（

）。

　

し
か
し
た
だ
、
日
付
を
換
え
た
だ
け
の
可
能
性
も
あ
る
。
当
時
は
天
候
の
具
合

で
拝
朝
が
ず
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
場
合
、
正
月
の
礼
も
遅
れ
る
こ
と
と
な
る

が
、
そ
れ
を
元
旦
の
こ
と
と
し
て
ま
と
め
て
記
さ
れ
た
可
能
性
は
あ
り
得
る
。
し
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か
し
元
旦
に
政
治
的
な
こ
と
が
宣
せ
ら
れ
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
改
新
詔
が
元
日
に
出
さ
れ
た
こ
と
を
疑
わ
せ
る
に
十
分
で
あ
る
。

　

し
か
し
特
別
な
こ
と
と
し
て
あ
り
得
る
。
そ
こ
で
日
付
を
少
し
換
え
て
、
大
化

元
年
元
旦
の
こ
と
と
し
て
記
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
の
か
を
検
討
す
る
必
要
が
生
じ

る
。
そ
の
場
合
、
主
文
自
体
も
修
飾
さ
れ
た
か
否
か
と
言
う
こ
と
が
問
題
と
な
る

が
、
主
文
自
体
の
構
成
に
不
可
解
な
と
こ
ろ
や
、
用
字
に
問
題
の
あ
る
こ
と
か

ら
、
主
文
自
体
も
後
世
修
飾
さ
れ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

　

用
字
の
変
更
を
軽
微
な
も
の
と
み
て
、
問
題
は
そ
の
あ
り
方
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
主
文
全
体
が
、

　
　

Ｘ　

大
化
期
の
改
革
な
い
し
後
世
の
改
革
か
ら
ま
と
め
ら
れ
た
創
作
文

　
　

Ｙ　

少
し
遅
れ
て
出
さ
れ
た
主
文
に
書
き
加
え
が
な
さ
れ
た
修
飾
文

の
い
ず
れ
か
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
と
な
ろ
う）

80
（

。

　

Ｘ
は
『
日
本
書
紀
』
の
編
者
が
大
化
期
な
ど
の
改
革
を
参
考
に
主
文
も
作
文
し

た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
は
『
日
本
書
紀
』
に
見
え
る
改
新
詔
主
文
は
完
全

な
虚
構
で
あ
り
、
存
在
し
な
い
こ
と
と
な
る
。

　

Ｙ
は
元
旦
か
ら
遠
く
な
い
日
に
簡
単
な
宣
言
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

を
『
日
本
書
紀
』
の
編
者
が
今
日
み
る
改
新
詔
に
つ
く
り
あ
げ
、
元
旦
の
こ
と
と

し
た
と
み
る
こ
と
に
な
る
。
日
付
を
少
し
換
え
て
記
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
主
文
の

大
半
は
当
該
時
期
の
も
の
と
み
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
比
重
が
問
題
と
な
る
。

大
半
が
事
実
か
否
か
で
そ
の
主
文
の
評
価
が
分
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

い
ず
れ
と
考
え
る
か
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

は
、
別
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
蘇
我
大
臣
家
の
打
倒
が
多
く
の
協
力
の
下
に
成
功

し
、
そ
れ
を
受
け
て
孝
徳
が
即
位
し
、
新
政
権
の
誕
生
を
み
た
こ
と
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
政
変
直
後
か
ら
改
革
を
実
行
す
る
こ
と
は
無
理
で
あ
っ
た
と
し
て

も
、
こ
の
時
に
は
協
力
者
が
不
満
を
抱
か
な
い
よ
う
に
さ
せ
る
た
め
、
何
ら
か
の

姿
勢
を
示
す
こ
と
は
必
要
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
無
論
、
す
べ
て
に
応
え
ず
、

一
部
を
無
視
し
た
可
能
性
は
あ
る
。
し
か
し
大
化
期
の
諸
改
革
か
ら
み
る
と
、
そ

れ
は
か
な
り
の
部
分
で
言
及
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
孝
徳
自
身
は
改
革
の
必
要

性
に
駆
ら
れ
て
蘇
我
大
臣
家
を
倒
し
た
の
で
は
な
い
に
せ
よ
、
そ
の
協
力
者
は
何

ら
か
の
改
革
を
志
向
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
以
上
、
い
つ
ま
で
も
改

革
の
姿
勢
を
見
せ
な
い
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
の
意
味
で
は
二
年
正
月
に
は
、
既
に
遂
行
な
い
し
宣
さ
れ
た
も
の
は
別
と
し

て
、
そ
の
他
の
も
の
を
ま
と
め
て
宣
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ

は
非
常
に
簡
潔
な
内
容
の
も
の
で
あ
り
、
今
日
み
る
も
の
で
は
な
い
。
全
く
の
虚

構
で
も
、
全
く
そ
の
ま
ま
で
も
な
い
、
こ
の
よ
う
な
も
の
が
大
化
二
年
正
月
の
あ

る
日）

81
（

に
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
第
一
条
の
一
部
す
な
わ
ち
部
民
の
廃

止
と
、
第
四
条
の
税
制
改
革
を
中
心
と
し
、
そ
れ
に
第
二
条
の
一
部
す
な
わ
ち
地

方
政
治
改
革
を
加
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。『
日
本
書
紀
』
に
見
え
る
改
新
詔
の
主

文
か
ら
推
定
さ
れ
て
き
た
原
詔
で
は
な
く
、
よ
り
原
初
的
な
原
形
の
も
の
す
な
わ

ち
「
真
の
原
詔
」
で
あ
る
。
そ
れ
が
後
世
、
そ
の
構
成
を
変
え
ら
れ
、
ま
た

「
評
」
を
「
郡
」
な
ど
と
改
変
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
主
文
と
、
関
連
す
る
令
文
＝
副

文
を
付
さ
れ
た
今
日
み
る
改
新
詔
と
し
て
記
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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お
わ
り
に

　

蘇
我
大
臣
家
を
倒
す
と
言
う
こ
と
は
、
至
難
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、

蘇
我
大
臣
家
に
反
感
を
持
つ
勢
力
が
結
集
し
て
こ
と
に
あ
た
る
必
要
が
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
、
こ
と
が
成
就
し
た
後
に
は
結
集
し
た
各
勢
力
に
配
慮
し
た
改
革
の
実

行
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
当
時
の
状
況
を
分
析
し
た
の
が

本
稿
で
あ
る
が
、
改
新
詔
は
そ
の
意
味
で
は
単
な
る
『
日
本
書
紀
』
編
纂
者
の
作

文
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。「
原
詔
」
が
少
な
く
と
も
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
問
題
は
そ
の
「
原
詔
」
は
ど
こ
ま
で
当
時
の
姿
の
ま
ま
な
の
か
で
あ

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
今
日
み
る
改
新
詔
の
構
成
に
、
副
文
以
外
に
も
不
自
然
な

箇
所
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
し
て
、
当
時
の
ま
ま
の
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

ま
た
元
旦
に
お
け
る
政
治
改
革
宣
言
な
ど
の
例
が
な
い
こ
と
か
ら
し
て
、
大
化
二

年
正
月
元
旦
以
降
に
部
民
の
廃
止
と
税
制
改
革
に
地
方
政
治
改
革
の
方
針
を
簡
単

に
宣
し
た
「
真
の
原
詔
」
が
発
せ
ら
れ
、
蘇
我
大
臣
家
打
倒
に
参
加
し
た
勢
力
に

配
慮
を
示
し
、
そ
れ
は
少
し
ず
つ
実
行
に
移
さ
れ
て
い
く
。
後
世
、
そ
れ
は
元
旦

の
こ
と
と
さ
れ
、
ま
た
そ
の
構
成
も
変
え
、
さ
ら
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
改
革
項

目
や
副
文
を
付
さ
れ
て
今
日
み
る
改
新
詔
と
し
て
記
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

従
来
、
改
新
詔
に
つ
い
て
は
、
原
詔
の
存
在
を
推
測
す
る
に
し
て
も
、
そ
の
構

成
に
つ
い
て
は
疑
義
が
挟
ま
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
の
構
成
ま
で
も
変
え

ら
れ
、
ま
た
、
そ
の
宣
さ
れ
た
日
に
ち
も
変
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
を
確
認
し
て
、
小
稿
を
終
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

註（
１
）  

『
日
本
書
紀
』
皇
極
四
年
六
月
条
（
国
史
大
系
本
に
よ
る
）。

（
２
）  

拙
稿
「
乙
巳
の
変
の
首
謀
者
と
そ
の
動
機
」（『
大
阪
学
院
大
学　

人
文
自
然
論

叢
』
五
八
、
二
〇
〇
九
年
）。

（
３
）  

遠
山
美
都
男
『
大
化
改
新
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
三
年
）・「「
乙
巳
の
変
」

の
再
構
成
」（『
古
代
王
権
と
大
化
改
新
』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
九
年
）。
氏
は

軽
が
古
人
大
兄
と
入
鹿
を
倒
し
、
そ
れ
を
契
機
に
生
前
譲
位
を
実
現
さ
せ
、
軽
が

即
位
す
る
計
画
の
も
と
に
入
鹿
を
襲
撃
し
た
も
の
と
み
て
い
る
。

（
４
）  

王
位
継
承
を
狙
っ
た
軽
が
蘇
我
大
臣
家
を
倒
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
と
ら
え
る

と
、
改
革
と
切
り
離
し
て
乙
巳
の
変
が
お
き
た
と
と
ら
え
る
こ
と
に
な
る
。

（
５
）  

『
日
本
書
紀
』
編
纂
者
の
単
な
る
作
文
と
み
る
も
の
と
、
近
江
令
を
反
映
さ
せ

た
も
の
と
み
る
も
の
と
に
見
解
が
分
か
れ
る
。

（
６
）  

鎌
田
元
一
「「
部
」
に
つ
い
て
の
基
本
的
考
察
」（『
律
令
公
民
制
の
研
究
』
塙

書
房
、
二
〇
〇
一
年
、
初
出
一
九
八
四
年
）、
遠
山
美
都
男
『
古
代
王
権
と
大
化

改
新
』（
前
掲
）。

（
７
）  

も
っ
と
も
そ
の
宣
さ
れ
た
時
期
が
『
日
本
書
紀
』
の
ま
ま
な
の
か
、
と
言
う
問

題
が
残
っ
て
お
り
、
ま
た
後
世
の
知
識
に
よ
っ
て
潤
色
さ
れ
て
い
る
部
分
も
存
在

す
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

（
８
）  

す
べ
て
を
『
日
本
書
紀
』
編
纂
者
の
作
文
に
す
ぎ
な
い
と
み
る
も
の
（
原
秀
三
郎

「
大
化
改
新
論
批
判
序
説
」『
日
本
古
代
国
家
史
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九

八
〇
年
、
初
出
一
九
六
六
年
・
六
七
年
、
関
口
裕
子
「「
大
化
改
新
」
批
判
に
よ

る
律
令
制
成
立
過
程
の
再
構
成
」
上
・
下
（『
日
本
史
研
究
』
一
三
二
・
一
三

三
、
一
九
七
三
年
）、
門
脇
禎
二
『「
大
化
改
新
」
史
論
』
上
・
下
（
思
文
閣
出

版
、
一
九
九
一
年
）
と
、
本
来
天
智
紀
に
記
す
べ
き
も
の
を
記
し
た
も
の
と
み
る

も
の
（
山
尾
幸
久
『「
大
化
改
新
」
の
史
料
批
判
』
塙
書
房
、
二
〇
〇
六
年
）
と

に
分
か
れ
る
。

（
９
）  
副
文
は
近
江
令
に
よ
る
と
み
る
か
（
つ
だ
さ
う
き
ち
「
大
化
改
新
の
研
究
」

『
日
本
上
代
史
の
研
究
』、
岩
波
書
店
、
一
九
四
七
年
、
後
に
『
津
田
左
右
吉
全

集
』
第
三
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
三
年
に
収
録
、
浄
御
原
宮
原
令
と
み
る
か

［一五］
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（
八
木
充
「「
大
化
改
新
詔
」
の
史
料
的
研
究
」『
律
令
国
家
成
立
過
程
の
研
究
』

塙
書
房
、
一
九
六
八
年
）、
大
宝
令
と
み
る
か
（
岸
俊
男
「
造
籍
と
大
化
改
新
詔
」

『
日
本
古
代
籍
帳
の
研
究
』
塙
書
房
、
一
九
七
三
年
、
初
出
一
九
六
四
年
）
で
論

が
分
か
れ
て
い
た
。
い
ま
で
は
大
宝
令
に
よ
る
と
み
る
案
が
妥
当
で
あ
る
。

（
10
）  

坂
本
太
郎
「
大
化
改
新
」（『
岩
波
講
座　

日
本
歴
史
』
一
六
、
一
九
三
五

年
）・『
大
化
改
新
の
研
究
』
至
文
堂
、
一
九
三
八
年
・「
大
化
改
新
詔
の
信
憑
性

の
問
題
に
つ
い
て
」『
歴
史
地
理
』
八
三
―
一
、
一
九
五
二
年
（
い
ず
れ
も
『
坂

本
太
郎
著
作
集
』
六
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
八
年
）、
関
晃
「
大
化
の
改
新
」

『
日
本
歴
史
』
二
〇
〇
、
一
九
六
五
年
・「
改
新
の
詔
の
研
究
」『
東
北
大
学
文
学

部
研
究
年
報
』
一
五
・
一
六
、
一
九
六
五
・
一
九
六
六
年
、
後
に
『
関
晃
著
作
集

　

大
化
改
新
の
研
究
』
上
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
六
年
に
収
録
）、
田
村
圓
澄

『
藤
原
鎌
足
』（
塙
書
房
、
一
九
六
六
年
）。

（
11
）  

『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
は
群
書
類
従
本
に
よ
る
。

（
12
）  

『
神
宮
雑
例
集
』
は
群
書
類
従
本
に
よ
る
。

（
13
）  

日
本
古
典
文
学
大
系
本
に
よ
る
。

（
14
）  

（　

）
部
分
は
欠
字
。

（
15
）  

鎌
田
元
一
「
評
の
成
立
と
国
造
」（『
律
令
公
民
制
の
研
究
』
前
掲
、
初
出
一
九

七
七
年
）。

（
16
）  

大
化
五
年
の
実
施
と
み
て
、
大
化
二
年
と
時
差
が
あ
る
が
、
後
述
す
る
よ
う

に
、
改
新
詔
を
否
定
的
に
と
ら
え
る
説
は
天
智
朝
以
降
に
求
め
て
お
り
、
そ
の
意

味
で
は
こ
の
程
度
の
時
差
で
あ
れ
ば
、
当
時
の
課
題
克
服
の
た
め
に
宣
さ
れ
た
も

の
と
み
て
も
よ
か
ろ
う
。

（
17
）  

石
母
田
正
『
日
本
の
古
代
国
家
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年
）
一
五
七
〜
一

五
九
ペ
ー
ジ
。

（
18
）  

北
康
宏
「
国
造
制
と
大
化
改
新
」（『
史
林
』
九
四
―
二
、
二
〇
一
一
年
）。

（
19
）  

計
帳
は
戸
籍
を
補
完
す
る
も
の
で
あ
り
、
戸
籍
の
規
定
の
な
い
時
期
に
は
想
定

す
る
の
は
難
し
く
、
ま
た
班
田
に
つ
い
て
は
、
当
初
は
収
公
規
定
の
な
い
も
の
で

あ
っ
た
と
の
石
母
田
正
氏
の
見
解
が
あ
る
（『
日
本
の
古
代
国
家
』
前
掲
、
一
〇

九
〜
一
一
八
ペ
ー
ジ
）。

（
20
）  

「
原
詔
」
の
存
在
を
最
初
に
説
い
た
の
は
井
上
光
貞
氏
で
あ
る
（「
大
化
改
新
の

詔
の
研
究
」『
日
本
古
代
国
家
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
）。

（
21
）  

石
母
田
正
『
日
本
の
古
代
国
家
』（
前
掲
）
一
一
八
〜
一
一
九
ペ
ー
ジ
。

（
22
）  

門
脇
禎
二
「
い
わ
ゆ
る
、
大
化
二
年
八
月
癸
酉
の
詔
に
つ
い
て
」（『「
大
化
改

新
」
史
論
』
下
前
掲
、
初
出
一
九
八
四
年
）。

（
23
）  

鎌
田
元
一
「「
部
」
に
つ
い
て
の
基
本
的
考
察
」（
前
掲
）。

（
24
）  

狩
野
久
「
部
民
制
」（『
日
本
古
代
の
国
家
と
都
城
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九

九
〇
年
、
初
出
一
九
七
〇
年
）、
鎌
田
元
一
「「
部
」
に
つ
い
て
の
基
本
的
考
察
」

（
前
掲
）。

（
25
）  

鎌
田
元
一
「
七
世
紀
の
日
本
列
島
」（『
律
令
公
民
制
の
研
究
』
前
掲
）。

（
26
）  

関
晃
「
改
新
の
詔
の
研
究
」（
前
掲
）。

（
27
）  

山
尾
幸
久
「
大
化
前
後
の
東
ア
ジ
ア
の
情
勢
と
日
本
の
政
局
」（『
日
本
歴
史
』

二
二
九
、
一
九
六
七
年
）。

（
28
）  

関
口
裕
子
「「
大
化
改
新
」
批
判
に
よ
る
律
令
制
成
立
過
程
の
再
構
成
」
前
掲
）。

（
29
）  

「
五
十
戸
一
里
」
制
に
先
立
つ
も
の
に
「
五
十
戸
」
制
が
あ
る
が
、
二
〇
一
五

年
二
月
三
日
に
大
阪
文
化
財
研
究
所
か
ら
「
玉
作
五
十
戸
」
木
簡
が
難
波
宮
の
近

く
か
ら
発
見
さ
れ
た
と
公
表
さ
れ
た
（
詳
細
は
谷
崎
仁
美
「
発
見
！
「
玉
作
五
十

戸
俵
」
木
簡
」『
葦
火
』
一
七
四
号
、
二
〇
一
五
年
）。
そ
の
字
体
か
ら
み
る
と
当

該
時
期
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

（
30
）  

八
木
充
「
乙
巳
の
変
後
の
政
権
構
成
」（『
日
本
古
代
政
治
組
織
の
研
究
』
塙
書

房
、
一
九
八
六
年
、
初
出
一
九
七
三
年
）。

（
31
）  

『
木
簡
研
究
』
二
二
（
二
〇
〇
〇
年
）。

（
32
）  

拙
稿
「
乙
巳
の
変
の
首
謀
者
と
そ
の
動
機
」（
前
掲
）。

（
33
）  

門
脇
禎
二
「「
大
化
改
新
」
か
ら
壬
申
の
乱
へ
」（『「
大
化
改
新
」
史
論
」
下
、

前
掲
、
初
出
一
九
八
一
年
）。

（
34
）  
門
脇
禎
二
「「
大
化
改
新
」
か
ら
壬
申
の
乱
へ
」（
前
掲
）。

（
35
）  
拙
稿
「
乙
巳
の
変
の
首
謀
者
と
そ
の
動
機
」（
前
掲
）。

（
36
）  

坂
本
太
郎
「
大
化
改
新
」・『
大
化
改
新
の
研
究
』・「
大
化
改
新
詔
の
信
憑
性
の

問
題
に
つ
い
て
」（
と
も
に
前
掲
）。

［一六］
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（
37
）  

関
晃
「
大
化
改
新
」・「
改
新
の
詔
の
研
究
」（
と
も
に
前
掲
）。

（
38
）  
田
村
圓
澄
『
藤
原
鎌
足
』（
前
掲
）。

（
39
）  
日
本
史
研
究
会
古
代
史
部
会
「「
大
化
改
新
」
へ
の
分
析
視
角
」（『
日
本
史
研

究
』
八
三
、
一
九
六
六
年
）。

（
40
）  

『
藤
氏
家
伝
』
上
巻
『
鎌
足
伝
』（
沖
森
卓
也
他
『
藤
氏
家
伝
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
九
年
、
に
よ
る
。
以
下
『
家
伝
』
と
す
る
）
二
八
〜
二
九
行
。

（
41
）  

石
母
田
正
『
日
本
の
古
代
国
家
』（
前
掲
）
六
二
〜
六
四
ペ
ー
ジ
、
八
木
充

「
難
波
遷
都
と
海
外
情
勢
」（『
日
本
古
代
政
治
組
織
の
研
究
』
前
掲
）、
金
鉉
球

「
対
外
関
係
と
大
化
改
新
」（『
大
和
政
権
の
対
外
関
係
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一

九
八
五
年
）。

（
42
）  

山
尾
幸
久
「
大
化
前
後
の
東
ア
ジ
ア
の
情
勢
と
日
本
の
政
局
」（
前
掲
）。

（
43
）  

山
尾
幸
久
「
唐
の
羈
縻
政
策
と
東
ア
ジ
ア
」（『
古
代
の
日
朝
関
係
』
塙
書
房
、

一
九
八
九
年
）。

（
44
）  

鬼
頭
清
明
「
七
世
紀
後
半
の
東
ア
ジ
ア
と
日
本
」（『
日
本
古
代
国
家
の
形
成
と

東
ア
ジ
ア
』
校
倉
書
房
、
一
九
七
六
年
）。

（
45
）  

西
本
昌
弘
「
東
ア
ジ
ア
の
動
乱
と
大
化
改
新
」（『
日
本
歴
史
』
四
六
八
、
一
九

八
七
年
）。

（
46
）  

門
脇
禎
二
『「
大
化
改
新
」
論
』（
徳
間
書
店
、
一
九
六
九
年
）
第
三
章
第
三
節

第
２
項
二
二
六
〜
二
四
三
ペ
ー
ジ
。

（
47
）  

『
日
本
書
紀
』
皇
極
三
年
正
月
条
は
鎌
足
が
「
神
祇
伯
」
就
任
を
固
辞
し
て

「
三
嶋
」
に
居
し
た
と
し
、『
家
伝
』
も
二
六
か
ら
二
七
行
に
お
い
て
「
宗
業
」
を

嗣
ぐ
こ
と
を
辞
し
て
「
三
嶋
」
の
「
別
業
」
に
帰
り
去
っ
た
と
し
、
軽
と
め
ぐ
り

あ
っ
た
と
す
る
。

（
48
）  

篠
川
賢
『
飛
鳥
の
朝
廷
と
王
統
譜
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
）
一
四
〇

〜
一
四
一
ペ
ー
ジ
。

（
49
）  

こ
の
視
点
に
つ
い
て
は
夙
に
門
脇
禎
二
氏
（『「
大
化
改
新
」
論
』
前
掲
、
第
二

章
第
三
節
、
第
三
章
第
三
節
第
１
項
・
第
３
項
）・
加
藤
謙
吉
氏
（『
蘇
我
氏
と
大

和
王
権
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
三
年
、
一
六
〇
ペ
ー
ジ
、
一
六
八
〜
一
六
九

ペ
ー
ジ
）
も
指
摘
し
て
い
る
。 

（
50
）  

『
家
伝
』
六
二
〜
六
三
行
。

（
51
）  

『
家
伝
』
七
六
〜
七
九
行
。

（
52
）  

孝
徳
即
位
前
紀
。

（
53
）  

な
お
、
阿
倍
麻
呂
が
左
大
臣
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
北
山
茂
夫
氏

は
改
新
時
、
阿
倍
麻
呂
は
守
旧
派
の
防
壁
と
な
る
一
方
で
、
天
皇
と
中
大
兄
な
ど

と
の
乖
離
を
埋
め
る
関
係
に
あ
っ
た
と
し
（「
蘇
我
倉
山
田
石
川
麻
呂
の
事
件
の

一
考
察
」『
続
万
葉
の
世
紀
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
五
年
）、
金
鉉
球
氏
は

阿
倍
氏
を
新
羅
系
の
豪
族
で
あ
っ
た
と
み
て
、
新
羅
外
交
を
進
め
る
た
め
に
登
用

さ
れ
た
と
み
る
（「
対
外
関
係
と
大
化
改
新
」
前
掲
）。
な
お
、
笹
川
尚
紀
氏
は
阿

倍
麻
呂
が
大
夫
会
議
に
お
い
て
議
長
的
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
大
夫
層
で
の
中

で
も
有
力
者
で
あ
っ
た
が
、
舒
明
の
百
済
宮
へ
の
遷
御
に
と
も
な
っ
て
阿
倍
氏
と

舒
明
の
関
係
が
密
接
化
し
、
こ
の
結
果
、
阿
倍
氏
と
蘇
我
大
臣
家
の
関
係
が
疎
遠

な
も
の
と
な
り
、
こ
の
た
め
に
蘇
我
大
臣
家
の
孤
立
化
が
進
ん
だ
と
す
る
（「
皇

極
朝
の
阿
倍
氏
」（『
史
林
』
八
七
―
一
、
二
〇
〇
四
年
）。
こ
の
こ
と
が
評
価
さ

れ
た
可
能
性
は
あ
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
阿
倍
麻
呂
が
左
大
臣
と
さ
れ
た
こ
と
を

説
明
し
き
れ
な
い
。
恐
ら
く
入
鹿
殺
害
に
加
わ
っ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
入
鹿
殺
害

の
功
績
に
は
大
な
る
も
の
が
あ
る
石
川
麻
呂
に
対
す
る
牽
制
を
込
め
て
、
石
川
麻

呂
を
右
大
臣
と
し
て
遇
し
、
そ
の
上
に
阿
倍
麻
呂
を
置
い
た
と
考
え
て
お
き
た
い
。

（
54
）  

西
本
昌
弘
氏
は
豊
章
＝
豊
璋
が
翹
岐
で
あ
り
、
そ
の
豊
璋
の
年
齢
か
ら
し
て
こ

の
記
事
は
誤
り
と
す
る
（「
豊
璋
と
翹
岐
」『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
〇
七
、
一
九
八
五

年
・「
豊
璋
再
論
」『
日
本
歴
史
』
六
九
六
、
二
〇
〇
六
年
）。

（
55
）  

翹
岐
の
来
朝
記
事
が
二
度
出
て
く
る
が
、
廣
瀬
憲
雄
氏
の
説
い
て
い
る
（「
皇

極
紀
百
済
関
係
記
事
の
再
検
討
」『
日
本
歴
史
』
七
八
六
、
二
〇
一
三
年
）
よ
う

に
、
元
年
の
記
事
が
正
し
い
よ
う
で
あ
る
。

（
56
）  
（
55
）
の
よ
う
に
み
る
と
、
こ
の
記
事
は
重
複
記
事
で
あ
る
。

（
57
）  
金
鉉
球
氏
は
皇
極
朝
に
み
ら
れ
る
高
句
麗
・
百
済
へ
の
遣
使
記
事
が
な
い
こ
と

も
重
視
し
、
ま
た
両
国
か
ら
の
来
朝
記
事
が
い
ず
れ
も
敵
対
し
て
い
る
新
羅
の
使

者
と
と
も
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
来
朝
記
事
も
疑
っ
て
い
る
（「
日
・

羅
・
唐
の
三
国
連
合
体
制
の
成
立
」『
大
和
政
権
の
対
外
関
係
研
究
』
前
掲
）。

［一七］
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（
58
）  

『
日
本
書
紀
』
白
雉
四
年
是
歳
条
は
倭
京
に
皇
太
子
が
遷
都
す
る
こ
と
を
奏
請

し
た
が
、
孝
徳
は
許
さ
ず
、
そ
れ
で
皇
太
子
は
母
や
孝
徳
皇
后
、
皇
弟
を
率
い
て

飛
鳥
河
邊
行
宮
に
往
居
し
た
と
こ
ろ
、
公
卿
・
大
夫
等
も
こ
れ
に
従
っ
て
遷
し
た

と
あ
る
。
石
母
田
正
氏
は
こ
の
こ
と
か
ら
、
そ
れ
は
唐
の
百
済
攻
撃
に
対
し
て
、

倭
国
が
唐
か
ら
の
攻
撃
に
対
す
る
防
衛
姿
勢
の
現
れ
と
解
し
て
い
る
（『
日
本
の

古
代
国
家
』
前
掲
、
六
二
〜
六
六
ペ
ー
ジ
）
が
、
そ
れ
は
中
大
兄
が
百
済
寄
り
で

あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
そ
う
す
る
と
新
羅
と
の
接
近
は
軽
の
行
為
と
と
ら
え
ら
れ

る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
八
木
充
氏
は
孝
徳
の
即
位
を
大
化
五
年
か
ら
白

雉
元
年
に
措
定
し
た
上
で
、
皇
極
―
中
大
兄
体
制
は
蘇
我
氏
の
親
百
済
政
策
を
変

換
し
、
新
羅
・
唐
と
結
ぶ
外
交
路
線
を
採
っ
た
が
、
大
化
五
年
に
お
け
る
唐
太
宗

の
死
を
契
機
と
し
て
、
親
百
済
路
線
を
採
る
が
、
白
雉
四
、
五
年
以
降
、
ふ
た
た

び
変
化
し
、
親
百
済
的
な
孝
徳
に
代
わ
り
、
親
新
羅
・
唐
路
線
の
中
大
兄
が
主
導

し
た
と
す
る
（「
難
波
遷
都
と
海
外
情
勢
」
前
掲
）。
な
お
、
山
尾
幸
久
氏
は
入
鹿

が
旻
法
師
の
も
と
に
通
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
旻
か
ら
一
番
の
評
価
を
得

て
い
た
こ
と
か
ら
、
入
鹿
が
漫
然
と
因
襲
的
な
親
百
済
策
を
肯
定
し
て
い
た
と
は

思
え
ず
、
唐
の
国
家
的
力
量
を
正
当
に
評
価
し
、
唐
が
要
請
す
る
新
羅
と
の
友
誼

を
進
め
よ
う
と
し
て
い
た
と
み
て
い
る
（「
唐
の
羈
縻
政
策
と
東
ア
ジ
ア
」
前
掲
）。

（
59
）  

『
日
本
書
紀
』
大
化
元
年
一
二
月
条
。

（
60
）  

軽
の
宮
に
つ
い
て
、
遠
山
美
都
男
氏
は
和
泉
郡
に
あ
っ
た
と
し
（『
大
化
改
新
』

前
掲
、
第
三
章
）、
笹
川
尚
紀
氏
は
三
島
郡
に
近
い
地
に
あ
っ
た
と
す
る
（「
皇
極

朝
の
阿
倍
氏
」
前
掲
）。

（
61
）  

石
母
田
正
『
日
本
の
古
代
国
家
』（
前
掲
）
六
二
〜
六
三
ペ
ー
ジ
。

（
62
）  

門
脇
禎
二
「
い
わ
ゆ
る
、
難
波
遷
都
に
つ
い
て
」（『「
大
化
改
新
」
史
論
』
下

巻
、
前
掲
、
初
出
一
九
七
二
年
）。

（
63
）  

八
木
充
「
難
波
遷
都
と
海
外
情
勢
」（
前
掲
）。

（
64
）  

石
母
田
正
『
日
本
の
古
代
国
家
』（
前
掲
）
一
〇
九
〜
一
一
八
ペ
ー
ジ
。

（
65
）  

黛
弘
道
「
国
司
制
の
成
立
」（『
律
令
国
家
成
立
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一

九
八
二
年
）。

（
66
）  

薗
田
香
融
「
律
令
国
郡
政
治
の
成
立
過
程
」（『
日
本
古
代
財
制
史
の
研
究
』
塙

書
房
、
一
九
八
一
年
）。

（
67
）  

北
康
宏
「
国
造
制
と
大
化
改
新
」（
前
掲
）。

（
68
）  

吉
田
晶
氏
も
『
日
本
古
代
村
落
史
序
説
』（
塙
書
房
、
一
九
八
〇
年
）
第
二
章

１
に
お
い
て
当
時
の
も
の
と
説
い
て
い
る
。

（
69
）  

薗
田
香
融
「
皇
祖
大
兄
御
名
入
部
に
つ
い
て
」（『
日
本
古
代
財
政
史
の
研
究
』

前
掲
、
初
出
一
九
六
八
年
）、
篠
川
賢
「
蘇
我
石
川
麻
呂
討
滅
事
件
」（『
飛
鳥
の

朝
廷
と
王
統
譜
』
前
掲
）。

（
70
）  

山
尾
幸
久
「
皇
太
子
奏
請
文
の
内
容
」（『「
大
化
改
新
」
の
史
料
批
判
』
塙
書

房
、
二
〇
〇
六
年
）。

（
71
）  

鎌
田
元
一
「「
部
」
に
つ
い
て
の
基
本
的
考
察
」
前
掲
）。

（
72
）  

山
尾
幸
久
「
品
部
廃
止
詔
の
研
究
」（『「
大
化
改
新
」
の
史
料
批
判
』
前
掲
、

初
出
一
九
八
六
年
）。

（
73
）  

大
阪
市
文
化
財
協
会
『
難
波
宮
跡
の
研
究
』
第
七
、
報
告
篇
、
一
九
八
一
年
。

（
74
）  

早
川
庄
八
「
前
期
難
波
宮
と
古
代
官
僚
制
」（『
日
本
古
代
官
僚
制
の
研
究
』
岩

波
書
店
、
一
九
八
六
年
、
初
出
一
九
七
三
年
）。

（
75
）  

『
日
本
書
紀
』
大
化
二
年
三
月
甲
子
条
、
辛
巳
条
。

（
76
）  

『
日
本
書
紀
』
大
化
二
年
二
月
条
。

（
77
）  

山
尾
幸
久
「
皇
太
子
奏
請
文
の
内
容
」（
前
掲
）。

（
78
）  

叙
位
の
例
は
存
在
す
る
（
持
統
七
年
・
八
年
。
な
お
持
統
九
年
に
は
五
日
）。

（
79
）  

若
月
義
小
氏
は
『
冠
位
制
の
成
立
と
官
人
組
織
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八

年
）
七
八
〜
九
五
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
、『
上
宮
聖
徳
法
王
帝
説
』
な
ど
に
は
「
小

治
田
天
皇
御
世
乙
丑
年
」
に
冠
位
十
二
階
が
制
定
さ
れ
た
と
あ
り
、
其
の
乙
丑
年

は
推
古
一
三
年
＝
六
〇
五
年
に
あ
た
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
冠
位
の
制
定
は
推
古
一

三
年
と
み
て
い
る
が
、
認
め
る
べ
き
見
解
で
あ
ろ
う
。

（
80
）  

篠
川
賢
氏
は
「
東
国
「
国
司
」
ら
へ
の
詔
の
検
討
」（『
日
本
古
代
国
造
制
の
研

究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
六
年
）
に
お
い
て
、
Ａ
・
Ｂ
二
つ
の
記
事
内
容
を
含

ん
だ
詔
が
あ
っ
た
場
合
、
⑴
そ
れ
ぞ
れ
に
年
月
日
を
付
さ
れ
た
確
実
な
原
史
料
が

存
在
し
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
若
干
の
字
句
な
ど
の
改
変
さ
れ
て
い
る
場
合
、
⑵

⑴
と
同
様
で
あ
る
が
、
原
史
料
に
年
月
日
が
欠
け
て
お
り
、
編
者
が
そ
れ
を
適
宜

［一八］
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改新詔と大化期の改革

に
位
置
づ
け
た
、
も
し
く
は
年
月
日
が
あ
っ
て
も
故
意
に
変
更
し
た
場
合
、
⑶

Ａ
・
Ｂ
そ
れ
ぞ
れ
の
記
事
内
容
は
確
実
な
原
史
料
に
も
と
づ
く
が
、
そ
れ
ら
は
も

と
は
別
個
の
も
の
で
あ
っ
た
も
の
を
編
者
が
合
成
し
た
場
合
、
⑷
Ａ
・
Ｂ
い
ず
れ

か
の
一
方
は
確
実
な
原
史
料
に
も
と
づ
く
が
、
他
方
は
編
者
の
創
作
に
よ
る
場

合
、
⑸
Ａ
・
Ｂ
い
ず
れ
も
編
者
の
創
作
で
あ
る
場
合
、
等
々
の
こ
と
を
想
定
し
て

い
る
。

（
81
）  

賀
正
の
礼
が
お
こ
な
わ
れ
た
日
と
は
別
の
日
の
こ
と
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

［一九］


